
    

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

令和７年 障害者雇用状況の集計結果 
民間企業に雇用されている障害者の数は、２２年連続過去最高を更新 

実雇用率は０．０１ポイント上昇し２．４５％（全国２．４１％） 

公的機関では法定雇用率未達成は１３機関 

令和７年６月１日現在の大阪における障害者の雇用状況について 

＜民間企業＞（法定雇用率 2.5％） 

・雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新 

・民間企業に雇用されている障害者の数は、64,514.0人(注)、前年より4.0％（2,476.0人（注））増加し、 

22年連続の増加 

・民間企業における実雇用率は、0.01ポイント上昇し、2.45％（全国 2.41％） 

・法定雇用率達成企業の割合は、0.3ポイント低下し、41.4％（全国 46.0％） 

 

＜公的機関＞（同 2.8％、一部の教育委員会は2.7％） 

 ・府・市町村の機関（※）に在職している障害者の数は2,536.0人（注）となり、 

実雇用率は前年より0.06ポイント低下し、2.93％ 

※ 2.7％の法定雇用率が適用される一部の教育委員会、独立行政法人等は除く 

  

 ●府・市町村の機関（教育委員会含む）における法定雇用率未達成の機関は、次の機関。 
 

○ 法定雇用率2.8％の未達成機関 

池田市       （6.0人不足） 

豊中市       （8.0人不足） 

羽曳野市      （0.5人不足） 

富田林市       （4.5人不足） 

岸和田市      （4.5人不足） 

貝塚市       （2.0人不足) 

阪南市       （1.0人不足) 

河南町教育委員会  （1.0人不足） 

市立池田病院    （1.0人不足） 

  市立柏原病院    （1.0人不足） 

○ 法定雇用率2.7％の未達成機関 

大阪府教育委員会  （189.0人不足） 

大阪市教育委員会  （97.0人不足） 

堺市教育委員会   （26.0人不足） 

   

池田市、富田林市、阪南市、河南町教育委員会、市立池田病院、

市立柏原病院は公表時点までに達成済み。 

（注）「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害者については、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行

い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者については、１人を 0.5 人に相当するもの

として 0.5カウントとしている。 

 ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、１人を１カウントしている。 

Press Release 

大阪労働局発表 
令和7 年１２月１９日（金） 
 

【照会先】 
大阪労働局職業安定部職業対策課 
（代表電話）０６（４７９０）６３１０ 
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○ 雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 

  ・ 民間企業（大阪府に本社がある40.0人以上規模の企業：法定雇用率2.5％）に雇用されている

障害者の数は64,514.0人で、前年より2,476.0人増加（対前年度比4.0％増）し、22年連続過去最

高となった。 

 

  ・ 雇用者のうち、身体障害者は35,417.5人（対前年比0.5%増）、知的障害者は13,701.0人 （同

4.8%増）、精神障害者は15,395.5人（同12.1%増）と、いずれも前年より増加し、伸び率を見る

と特に精神障害者が大きく増加した。 

 

  ・ 実雇用率は、過去最高の2.45％（前年は2.44％）、法定雇用率達成企業の割合は41.4％ （同

41.7％）であった。 
〔グラフ(1)、詳細表１(1)・(4)〕 

 

○ 企業規模別の状況 

・ 企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、40～100人未満規模企業で6,491.0人（前

年は6,223.0人）、100～300人未満で10,431.5人（同10,317.5人）、300～500人未満で5,979.5人

（同5,834.0人）、500～1,000人未満で7,397.0人（同6,788.5人）、1,000人以上で34,215.0人（同

32,875.0人）と、全ての企業規模で前年より増加した。特に1,000人以上で大きな増加が見られ

た。 

    

・ 実雇用率は、40.0～100人未満規模企業で2.00％（前年は1.97％）、100～300人未満で2.15％

（同2.18％）、300～500人未満で2.55％（同2.54％）、500～1,000人未満で2.42％（同2.30％）、

1,000人以上で2.66％（同2.66％）と、100～300人未満、1,000人以上の規模企業以外で前年より

増加した。（※） 

  なお、300～500人未満規模企業と1,000人以上規模企業は法定雇用率を上回っている。 

 

  ・ 法定雇用率達成企業の割合は、40.0～100人未満規模企業が39.9％（前年は39.5％）、100人～

300人未満が42.3％（同44.5％）、300人～500人未満が39.7％（同36.7％）、500～1,000人未満

が40.1％（同42.3％）、1,000人以上が59.4％（同59.1％）となり、100人～300人未満、500～1,

000人未満企業規模で前年より低下した。 

  なお、民間企業全体の法定雇用率達成企業の割合41.4％（同41.7％）と比較すると、100～30

0人未満規模企業、1,000人以上規模企業は上回っている。 

 
※昨年比で除外率が10ポイント下がっていることの影響による低下を含む。 

〔グラフ(2)・(3)、詳細表１(2)〕 

 

 ○ 産業別の状況 

  ・ 産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「農、林、漁業」「鉱業、採石業、砂利採取

業」「卸売業,小売業」「サービス業」以外の業種で前年よりも増加した。 

 

・ 産業別の実雇用率では、「鉱業、採石業、砂利採取業」(5.06%)、「医療、福祉」(3.71％)、 

 

「複合サービス事業」(2.97%)、「電気・ガス・熱供給・水道業」(2.72%)、「金融業、保険業」(2.

（法定雇用率2．５％） 1 民間企業における雇用状況   
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62%)、「宿泊業,飲食サービス業」(2.53%) が法定雇用率を上回っている。 
〔グラフ(4)・(5)、詳細表１(3)〕 

 

○ 法定雇用率未達成企業の状況 

  ・ 令和7年の法定雇用率未達成企業は5,672社。そのうち、不足数が0.5人または１人である企業

（１人不足企業）が3,441社（60.7％）と過半数を占めている。 

  ・ また、障害者を１人も雇用していない企業（障害者雇用ゼロ企業）は3,164社であり、未達成

企業に占める割合は、55.8％となっている。 
〔詳細表１(5)〕 

 

○ 特例子会社の状況 

  ・ 令和7年6月1日現在で親会社が大阪府内に所在する特例子会社（※）の認定を受けている企業

は72社（前年同数）で、雇用されている障害者の数は、5,331.0人（前年は5,058.0人）であった。 

  ・ 雇用者のうち、身体障害者は1,502.0人（同1,551.0人）、知的障害者は2,327.5人（同2,194.

5人）、精神障害者は1,501.5人（同1,352.5人）であった。 

 

   ※親会社の実雇用率に算入できる、障害者の雇用に特別の配慮をした子会社 
〔詳細表１(6)〕 

 

 

 

 

 

（１）大阪府の機関（法定雇用率2.８％） 

   大阪府の機関に在職している障害者の数は376.5人で、前年より1.3％（5.0人）増加し、実雇用

率は3.44％と、前年に比べ0.02ポイント上昇した。 

   大阪府の機関（法定雇用率2.8％）は、すべて法定雇用率を達成。 

 
  〔総括表２(2)、詳細表２(2)、４(2)〕 

 

（２）大阪府教育委員会（法定雇用率2.７％） 

   2.7％の法定雇用率が適用される大阪府教育委員会に在職している障害者の数は673.0人で、前

年より0.4％（2.5人）低下し、実雇用率は2.11％（同2.11％）であった。 

 

  【未達成の機関】 

   大阪府教育委員会（不足数189.0人）         

 
〔総括表２(4)、詳細表２(4)、４(3)〕 

 

（３）市町村の機関（法定雇用率2.８％） 

   市町村の機関に在職している障害者の数は2,159.5人で、前年より2.0％（43.0人）増加し、実雇

用率は2.86％と、前年に比べ0.06ポイント低下（※）した。 

   市町村の機関（法定雇用率2.8％）は、74機関中64機関が法定雇用率を達成。 

  

2 公的機関における在職状況 
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【未達成の機関】 

池田市       （6.0人不足）     公表日時点までに達成済み 

豊中市       （8.0人不足） 

羽曳野市      （0.5人不足） 

富田林市       （4.5人不足）     公表日時点までに達成済み 

岸和田市      （4.5人不足） 

貝塚市       （2.0人不足) 

阪南市       （1.0人不足)      公表日時点までに達成済み 

河南町教育委員会  （1.0人不足）     公表日時点までに達成済み 

市立池田病院    （1.0人不足）     公表日時点までに達成済み 

市立柏原病院    （1.0人不足）     公表日時点までに達成済み 

   
      〔総括表２(3)、詳細表２(3)、４(4)・(5)・(7)〕 

   

（４）市町村の一部教育委員会（法定雇用率2.７％） 

   2.7％の法定雇用率が適用される市町村の一部教育委員会に在職している障害者の数は370.0人

で前年より4.8％（17.0人）増加し、実雇用率は2.02％と、前年に比べ0.21ポイント低下（※）し

た。 

    

【未達成の機関】 

   大阪市教育委員会（不足数97.0人） 

    堺市教育委員会 （不足数26.0人） 
〔総括表２(4)、詳細表２(4)・４(6)〕 

 

   ※昨年比で除外率が10ポイント下がっていることの影響による低下を含む。 

 

 

 

 

 

  独立行政法人等（法定雇用率2.8％）に雇用されている障害者の数は722.5人で、前年より8.5％（5

6.5人）増加し、実雇用率は2.68％と、前年に比べ0.15ポイント低下（※）した。 

  21法人中13法人が法定雇用率を達成。 

 

  【未達成の法人】 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所（不足数2.0人）  公表日時点までに達成済み 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター（不足数1.5人）   公表日時点までに達成済み 

地方独立行政法人大阪府立病院機構（不足数13.5人）        公表日時点までに達成済み 

地方独立行政法人りんくう総合医療センター（不足数1.0人）    公表日時点までに達成済み 

地方独立行政法人堺市立病院機構（不足数0.5人）                公表日時点までに達成済み 

地方独立行政法人大阪市民病院機構（不足数9.0人）              公表日時点までに達成済み 

公立大学法人大阪（不足数10.5人） 

地方独立行政法人泉佐野市行政事務サービスセンター（不足数1.0人）公表日時点までに達成済み 
                                 〔総括表３、詳細表３、４(8)〕 

 

※昨年比で除外率が10ポイント下がっていることの影響による低下を含む。 

（法定雇用率2.８％） 
3 独立行政法人等における雇用状況 
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 １　民間企業における雇用状況（法定雇用率2.5%）

計 2,634,096.0 人 64,514.0 人 2.45 % 4,001 / 9,673 41.4 %

[ 54,893 人] < % >

( 2,547,645.0 人 ) ( 62,038.0 人) ( 2.44 % ) ( 3,982 / 9,543 ) ( 41.7 % )

※［　］内は実人員。以下同じ。

  ２　地方公共団体等における在職状況

(1) 大阪府・市町村の機関（法定雇用率2.8％）

計 86,432.0 人 2,536.0 人 2.93 % 66 / 76 86.8 %

[ 1,964 人] < % >

( 83,241.5 人 ) ( 2,488.0 人) ( 2.99 % ) ( 70 / 78 ) ( 89.7 % )

(2) 大阪府の機関（法定雇用率2.8％）

10,943.5 人 376.5 人 3.44 % 2 / 2 100.0 %

[ 307 人] < % >

( 10,869.5 人 ) ( 371.5 人) ( 3.42 % ) ( 2 / 2 ) ( 100.0 % )

8,551.5 人 303.0 人 3.54 % 1 / 1 100.0 %

[ 242 人] < % >

( 8,474.0 人 ) ( 300.5 人) ( 3.55 % ) ( 1 / 1 ) ( 100.0 % )

2,392.0 人 73.5 人 3.07 % 1 / 1 100.0 %

[ 65 人] < % >

( 2,395.5 人 ) ( 71.0 人) ( 2.96 % ) ( 1 / 1 ) ( 100.0 % )

(3) 市町村の機関（法定雇用率2.8％）

75,488.5 人 2,159.5 人 2.86 % 64 / 74 86.5 %

[ 1,657 人] < % >

( 72,372.0 人 ) ( 2,116.5 人) ( 2.92 % ) ( 68 / 76 ) ( 89.5 % )

令和7年6月1日現在における障害者の雇用状況（総括表）

⑤　達成割合③　実雇用率
①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

大阪府
その他の

機関

大阪府

計

②　障害者の数 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数 ⑤　達成割合

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成企業の数 / 企業数 ⑤　達成割合

⑤　達成割合

市町村の機関

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数
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(4) 法定雇用率2.7％が適用される大阪府及び市町村の教育委員会（法定雇用率2.7％）

50,258.0 人 1,043.0 人 2.08 % 1 / 4 25.0 %

[ 800 人] < % >

( 47,909.5 人 ) ( 1,028.5 人) ( 2.15 % ) ( 0 / 4 ) ( 0.0 % )

31,927.0 人 673.0 人 2.11 % 0 / 1 0.0 %

[ 503 人] < % >

( 32,072.5 人 ) ( 675.5 人) ( 2.11 % ) ( 0 / 1 ) ( 0.0 % )

18,331.0 人 370.0 人 2.02 % 1 / 3 33.3 %

[ 297 人] < % >

( 15,837.0 人 ) ( 353.0 人) ( 2.23 % ) ( 0 / 3 ) ( 0.0 % )

３　独立行政法人等における雇用状況（法定雇用率2.8％）

26,930.5 人 722.5 人 2.68 % 13 / 21 61.9 %

[ 531.0 人] < % >

( 23,570.5 人 ) ( 666.0 人) ( 2.83 % ) ( 15 / 20 ) ( 75.0 % )

10,841.0 人 304.0 人 2.80 % 3 / 5 60.0 %

[ 188 人] < % >

( 9,497.5 人 ) ( 271.5 人) ( 2.86 % ) ( 4 / 5 ) ( 80.0 % )

16,089.5 人 418.5 人 2.60 % 10 / 16 62.5 %

[ 343 人] < % >

( 14,073.0 人 ) ( 394.5 人) ( 2.80 % ) ( 11 / 15 ) ( 73.3 % )

注　１

２

３

４

５

６

７

⑤　達成割合

　各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計である。法令上、重度身体障害
者及び重度知的障害者については、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害
者及び知的障害者である短時間労働者並びに重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労
働者については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、１人を１カウントし
ている。

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

　１及び３の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者数から除外率相当
数（対象障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を
乗じて得た数）を除いた労働者数である。

④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

計

大阪府
教育委員会

市町村
教育委員会

②　障害者の数 ③　実雇用率

　特例承認・特例認定や各機関における法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数の変化等により機関数は変動する。

地方独立
行政法人等

※６

　「独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第１号から第８号まで、「地方独立行政法人
等」とは、同令別表第２の第９号から第10号までの法人を指す。

独立行政
法人等

※６

⑤　達成割合
①　法定雇用障害者数の

算定の基礎となる労働者数

　（　）内は、令和6年6月1日現在の数値である。

計

　法定雇用率2.7％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。

　２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相
当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。
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注１：雇用義務のある企業（平成29年まで年は50人以上規模の企業、平成30年～令和２年までは45.5人以上規模の企業、
 　　 令和３年から令和５年までは43.5人以上規模の企業、令和６年以降は40人以上規模の企業）についての集計である。

注２：「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。

令和５年まで 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、
重度身体障害者、重度知的障害者である短時間労働者
重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者（0.5カウント）（※）

令和６年以降 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、
重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である短時間労働者、
重度以外身体障害者及び知的障害者である短時間労働者（0.5カウント）
重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である特定短時間労働者（0.5カウント）

注3：法定雇用率は平成29年までは2.0％、平成30年から令和2年までは2.2％、令和3年から令和5年までは2.3％、
　　令和6年以降2.5％となっている。

民間企業における障害者の雇用状況(グラフ)

※　平成30年から令和４年までは、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者についてのみ、１人分とカウントしている。
　①　報告年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること
　②　報告年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者であって、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

　　令和５年以降、精神障害者である短時間労働者については、１人分としてカウントしている。
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◎ 法定雇用率とは 

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の

割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限る。）である。 

 

                     一般の民間企業 …………………… ２．５％ 

  ○ 民間企業 ……    （40.0人以上規模の企業） 

                     特殊法人等 ………………………… ２．８％ 

                   労働者数36.0人以上規模の特殊法人、 

              独立行政法人、国立大学法人等 

 

  〇 国、地方公共団体 ………………………………………… ２．８％ 

       （36.0人以上規模の機関） 

 

  ○ 都道府県等の教育委員会 ………………………………… ２．７％ 

       （37.5人以上規模の機関） 

 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければならない

こととなる企業等の規模である。 

 

 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

 

           身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

                     ＋失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

  障害者雇用率 ＝    

常用労働者数 ＋ 失業者数 

 

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回ら

ない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又は

知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30

時間未満の労働者）については１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労

働者については、0.5人分としてカウントされる。 

※ 精神障害者である短時間労働者については、当分の間、その１人をもって１人分としてカウントさ

れる。 

※ 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者（１週間の所定労働時間

が10時間以上20時間未満の労働者）については、0.5人分としてカウントされる。（就労継続支援Ａ

型の利用者は除く。） 
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令和7年6月1日現在における障害者の雇用状況 （詳細表） 
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神

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

」
に

つ
い

て
は

、
１

人
を

0
.5

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

F
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
0
.5

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。
　

た
だ

し
、

Ｂ
欄

の
「
重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

」
に

つ
い

て
は

、
１

人
を

１
カ

ウ
ン

ト
と

し
て

い
る

。

法
令

上
、

②
③

ｄ
欄

の
重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
並

び
に

②
③

④
e欄

の
重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

に
つ

い
て

は
、

1
人

を
0
.5

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

②
③

④
ｆ欄

を
算

出
す

る
に

当
た

り
0
.5

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。
　

た
だ

し
、

②
③

ｂ
欄

及
び

④
ｄ
欄

の
重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

に
つ

い
て

は
、

１
人

を
１

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

　
Ａ

、
Ｃ

欄
は

１
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
3
0
時

間
以

上
の

労
働

者
、

B
、

D
欄

は
1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
2
0
時

間
以

上
3
0
時

間
未

満
の

労
働

者
、

E
欄

は
１

週
間

の
所

定
労

働
時

間
が

1
0
時

間
以

上
2
0
時

間
未

満
の

労
働

者
で

あ
る

。
②

③
の

ａ
ｃ
欄

及
び

④
の

ｃ
欄

は
1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
3
0
時

間
以

上
の

労
働

者
、

②
③

の
ｂ
ｄ
欄

及
び

④
の

ｄ
欄

は
1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
2
0
時

間
以

上
3
0
時

間
未

満
の

労
働

者
、

②
③

④
の

e欄
は

１
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
1
0
時

間
以

上
2
0

時
間

未
満

の
労

働
者

で
あ

る
。

　
G

欄
の

「
う

ち
新

規
雇

用
分

」
は

、
令

和
６

年
６

月
２

日
か

ら
令

和
７

年
６

月
１

日
ま

で
の

１
年

間
に

新
規

に
雇

い
入

れ
ら

れ
た

障
害

者
数

で
あ

る
。

②
③

④
g欄

の
「
う

ち
新

規
雇

用
分

」
は

、
令

和
６

年
６

月
２

日
か

ら
令

和
７

年
６

月
１

日
ま

で
の

１
年

間
に

新
規

に
雇

い
入

れ
ら

れ
た

障
害

者
数

で
あ

る
。

１
民

間
企

業
に

お
け

る
雇

用
状

況
（
法

定
雇

用
率

2
.5

％
）

④
精

神
障

害
者

の
数

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

0人
人

人
人

民
間

企
業

6
4
,
5
1
4
.
0

1
0
,
2
2
8

1
,
1
5
0

1
2
,
7
9
2

1
,
4
6
3

5
7
6

3
5
,
4
1
7
.
5

2
,
4
4
3
.
0

1
,
8
2
3

4
2
8

8
,
6
4
5

1
,
8
4
3

1
2
1

1
3
,
7
0
1
.
0

1
,
3
5
1
.
0

1
1
,
6
9
5

3
,
2
7
2

8
5
7

1
5
,
3
9
5
.
5

3
,
2
8
7
.
0

　
（

6
2
,
0
3
8
.
0
）（

1
0
,
1
6
6
）（

1
,
1
3
6
）（

1
2
,
7
4
6
）（

1
,
5
3
2
）（

5
2
2
）（

3
5
,
2
4
1
.
0
）（

2
,
5
1
0
.
0

）（
1
,
7
9
2
）（

3
6
4
）（

8
,
1
2
6
）（

1
,
8
7
8
）（

1
1
1
）（

1
3
,
0
6
8
.
5
）（

1
,
3
5
5
.
5

）
（

1
0
,
2
4
9
）（

3
,
1
4
6
）（

6
6
7
）（

1
3
,
7
2
8
.
5
）（

2
,
9
9
6
.
5
）

区
分

① 障
害

者
の

数
②

身
体

障
害

者
の

数
③

知
的

障
害

者
の

数

ａ
.重

度
身

体
障

害
者

b
．

　
重

度
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

ｅ
．

重
度

身
体

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

ｆ．
　

計
a×

２
＋

ｂ
＋

ｃ
＋

（
ｄ
＋

ｅ
）
×

0
.5

ｇ
．

う
ち

新
規

雇
用

分
ｇ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

ａ
.重

度
知

的
障

害
者

b
．

　
重

度
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

ｃ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

ｄ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者

ｅ
．

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
労

働
者

ｆ．
　

計
a×

２
＋

ｂ
＋

ｃ
＋

（
ｄ
＋

ｅ
）
×

0
.5

ｇ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

ｃ
.精

神
障

害
者

ｄ
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

e．
精

神
障

害
者

で
あ

る
特

定
短

時
間

労
働

者

f．
　

計
ｃ
＋

d
＋

e×
0
.5

12



(
2
)
 
企
業
規
模
別
の
雇
用
状
況

①
　
概
況

①
④

⑤
⑥

企
業

人
人

人
人

人
人

人
人

％
企
業

％

規
模
計

9
,
6
7
3

2
,
6
3
4
,
0
9
6
.
0

1
2
,
0
5
1

4
,
8
5
0

3
3
,
1
3
2

3
,
3
0
6

1
,
5
5
4

6
4
,
5
1
4
.
0

7
,
0
8
1
.
0

2
.
4
5

4
,
0
0
1

4
1
.
4

〈
〉

(
9
,
5
4
3
)

(
2
,
5
4
7
,
6
4
5
.
0
)

(
1
1
,
9
5
8
)

(
4
,
6
4
6
)

(
3
1
,
1
2
1
)

(
3
,
4
1
0
)

(
1
,
3
0
0

 
 
 

)
(

6
2
,
0
3
8
.
0
)

(
6
,
8
6
2
.
0
)

(
2
.
4
4
)

(
3
,
9
8
2
)

(
4
1
.
7
)

企
業

人
人

人
人

人
人

人
人

％
企
業

％

4
0
.0
～

5
,
1
8
5

3
2
4
,
5
9
7
.
0

8
9
2

1
,
5
7
1

2
,
6
6
7

8
2
4

1
1
4

6
,
4
9
1
.
0

9
0
9
.
5

2
.
0
0

2
,
0
7
0

3
9
.
9

1
0
0
人
未
満

　
〈

〉

(
5
,
0
5
9
)

(
3
1
5
,
2
5
5
.
0

(
8
7
9
)

(
1
,
4
2
5
)

(
2
,
5
9
0
)

(
8
3
7
)

(
6
3
)

(
6
,
2
2
3
.
0
)

(
9
6
2
.
5
)

(
1
.
9
7
)

(
1
,
9
9
6
)

(
3
9
.
5
)

1
0
0
～

3
,
0
2
9

4
8
4
,
9
1
6
.
5

1
,
8
1
1

1
,
1
3
1

5
,
1
6
2

6
9
1

3
4
2

1
0
,
4
3
1
.
5

1
,
4
1
2
.
5

2
.
1
5

1
,
2
8
2

4
2
.
3

3
0
0
人
未
満

(
3
,
0
2
9
)

(
4
7
2
,
4
3
6
.
0
)

(
1
,
8
0
0
)

(
1
,
1
4
6
)

(
5
,
0
3
1
)

(
8
1
1
)

(
2
7
0
)

(
1
0
,
3
1
7
.
5
)

(
1
,
3
4
4
.
0
)

(
2
.
1
8
)

(
1
,
3
4
9
)

(
4
4
.
5
)

3
0
0
～

6
4
8

2
3
4
,
2
3
4
.
5

1
,
0
1
6

3
0
8

3
,
4
4
9

2
4
3

1
3
8

5
,
9
7
9
.
5

9
1
8
.
0

2
.
5
5

2
5
7

3
9
.
7

5
0
0
人
未
満

(
6
5
1
)

(
2
3
0
,
0
2
2
.
0
)

(
1
,
0
2
2
)

(
2
8
3
)

(
3
,
3
4
4
)

(
2
2
8
)

(
9
8
）

(
5
,
8
3
4
.
0
)

(
1
,
0
3
4
.
0
)

(
2
.
5
4
)

(
2
3
9
)

(
3
6
.
7
)

5
0
0
～

4
6
4

3
0
5
,
7
3
3
.
0

1
,
3
8
8

3
4
7

4
,
0
7
1

2
5
7

1
4
9

7
,
3
9
7
.
0

8
8
0
.
5

2
.
4
2

1
8
6

4
0
.
1

1
0
0
0
人
未
満

(
4
5
9
)

(
2
9
5
,
7
8
6
.
5
)

(
1
,
4
0
5
)

(
3
5
3
)

(
3
,
4
4
3
)

(
2
5
8
)

(
1
0
7
)

(
6
,
7
8
8
.
5
)

(
7
1
7
.
0
)

(
2
.
3
0
)

(
1
9
4
)

(
4
2
.
3
)

1
,0
0
0
人
以
上

3
4
7

1
,
2
8
4
,
6
1
5
.
0

6
,
9
4
4

1
,
4
9
3

1
7
,
7
8
3

1
,
2
9
1

8
1
1

3
4
,
2
1
5
.
0

2
,
9
6
0
.
5

2
.
6
6

2
0
6

5
9
.
4

(
3
4
5
)

(
1
,
2
3
4
,
1
4
5
.
5
)

(
6
,
8
5
2
)

(
1
,
4
3
9
)

(
1
6
,
7
1
3
)

(
1
,
2
7
6
)

(
7
6
2
)

(
3
2
,
8
7
5
.
0
)

(
2
,
8
0
4
.
5
)

(
2
.
6
6
)

(
2
0
4
)

(
5
9
.
1
)

注
　
(1
)①
の
表
と
同
じ

②
　
障
害
種
別
雇
用
状
況

注
　
(1
)②
表
と
同
じ

区
分

② 法
定
雇
用
障
害
者
数
の

算
定
の
基
礎
と
な
る
労
働

者
数

③
　
障
害
者
の
数

企
業
数

Ａ
.重
度
身
体
障
害
者

及
び
重
度
知
的
障
害

者

Ｂ
.重
度
身
体
障

害
者
、
重
度
知
的

障
害
者
及
び
精

神
障
害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働
者

Ｃ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
、
知

的
障
害
者
及
び

精
神
障
害
者

Ｄ
.重
度
以
外
の
身

体
障
害
者
及
び
知

的
障
害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働
者

Ｅ
.重
度
身
体
障
害

者
、
重
度
知
的
障

害
者
及
び
精
神
障

害
者
で
あ
る
特
定

短
時
間
労
働
者

Ｆ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋

（
Ｄ
＋
Ｅ
）
×
0
.5

実
雇
用
率

Ｆ
÷
②
×
1
0
0

法
定
雇
用
率

達
成
企
業
の

数

法
定
雇
用
率
達

成
企
業
の
割
合

Ｇ
．
う
ち
新
規
雇
用

分

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

規
模
計

64
,5
14

.0
10
,2

28
1,

15
0

12
,7

92
1,

46
3

57
6

35
,4
17

.5
2,

44
3.

0
1,

82
3

42
8

8,
64

5
1,
84

3
12
1

13
,7
01

.0
1,

35
1.

0
11

,6
95

3,
27

2
85
7

15
,3
95

.5
3,

28
7.

0

(
62

,0
38

.0
)

(
10

,1
66

)
(

1,
13

6
)

(
12

,7
46

)
(

1,
53
2
)

(
52

2
  

 
)

(
35

,2
41

.0
)

(
2,

51
0.

0
)

(
1,

79
2
)

(
36

4
)

(
8,

12
6
)

(
1,

87
8
)

(
11

1
)

(
13

,0
68

.5
)

(
1,

35
5.

5
)

(
10

,2
49

)
(

3,
14

6
)

(
66
7
)

(
13

,7
28

.5
)

(
2,

99
6.
5
)

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

40
.0
～

6,
49

1.
0

74
4

27
9

1,
38

9
33

5
51

3,
34
9.

0
14

8
11
6

53
0

48
9

5
1,

18
9.

0
74

8
11

76
58

1,
95

3.
0

10
0人
未
満

(
6,

22
3.
0
)

(
73

0
)

(
24

8
)

(
1,

36
8
)

(
34

2
)

(
29

)
(

3,
26
1.

5
)

(
14

9
)

(
65

)
(

52
0
)

(
49

5
)

(
4
)

(
1,

13
2.

5
)

(
70

2
)

(
11

12
)

(
30

)
(

1,
82
9.

0
)

10
0～

10
,4
31

.5
1,

59
3

28
1

2,
29

4
37
3

13
0

6,
01

2.
5

21
8

97
1,

24
5

31
8

42
1,

95
8.

0
1,
62

3
75
3

17
0

2,
46
1.

0

30
0人
未
満

(
10

,3
17

.5
)

(
1,

57
7
)

(
31

9
)

(
2,

30
0
)

(
40

3
)

(
11

7
)

(
6,

03
3.

0
)

(
22

3
)

(
80

)
(

1,
20
5
)

(
40

8
)

(
37

)
(

1,
95
3.

5
)

(
1,

52
6
)

(
74

7
)

(
11
6
)

(
2,

33
1.

0
)

30
0～
　

5,
97

9.
5

89
4

11
2

1,
14

7
14

5
45

3,
14
2.

0
12

2
26

75
7

98
11

1,
08
1.

5
1,

54
5

17
0

82
1,
75

6.
0

50
0人
未
満

(
5,

83
4.
0
)

(
90

0
)

(
10

6
)

(
1,

13
8
)

(
15

3
)

(
33

)
(

3,
13
7.

0
)

(
12

2
)

(
29

)
(

75
0
)

(
75

)
(

15
)

(
1,

06
8.

0
)

(
1,

45
6
)

(
14

8
)

(
50

)
(

1,
62
9.

0
)

50
0～
　

7,
39

7.
0

1,
24
3

12
5

1,
50

0
15
2

69
4,

22
1.

5
14

5
36

92
6

10
5

13
1,

31
1.

0
1,
64

5
18
6

67
1,

86
4.

5

10
00
人
未
満

(
6,

78
8.
5
)

(
1,

25
5
)

(
12

6
)

(
1,

44
4
)

(
14

9
)

(
40

)
(

4,
17
4.

5
)

(
15

0
)

(
38

)
(

80
2
)

(
10

9
)

(
6
)

(
1,

19
7.

5
)

(
1,

19
7
)

(
18

9
)

(
61

)
(

1,
41
6.

5
)

1,
00
0人
以
上

34
,2
15

.0
5,
75

4
35

3
6,

46
2

45
8

28
1

18
,6
92

.5
1,

19
0

15
3

5,
18
7

83
3

50
8,

16
1.

5
6,

13
4

98
7

48
0

7,
36
1.

0

(
32

,8
75

.0
)

(
5,

70
4
)

(
33

7
)

(
6,

49
6
)

(
48

5
)

(
30

3
)

(
18

,6
35

.0
)

(
1,

14
8
)

(
15

2
)

(
4,

84
9
)

(
79

1
)

(
49

)
(

7,
71
7.

0
)

(
5,

36
8
)

(
95

0
)

(
41
0
)

(
6,

52
3.

0
)

区
分

① 障
害
者
の
数

②
身
体
障
害
者
の
数

③
知
的
障
害
者
の
数

④
精
神
障
害
者
の
数

ａ.
重
度
身
体
障
害

者
b．
　
重
度
身
体
障

害
者
で
あ
る
短
時

間
労
働
者

ｃ．
重
度
以
外
の
身

体
障
害
者

ｄ．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者

ｅ．
重
度
身
体
障

害
者
で
あ
る
特
定

短
時
間
労
働
者

ｇ．
うち
新
規
雇
用

分
ｇ．
う
ち
新
規
雇
用

分

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ＋
ｃ＋
（ｄ
＋

ｅ）
×
0.
5

ａ.
重
度
知
的
障
害

者
b．
　
重
度
知
的
障

害
者
で
あ
る
短
時

間
労
働
者

ｃ．
重
度
以
外
の
知

的
障
害
者

ｄ．
重
度
以
外
の
知

的
障
害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働
者

ｅ．
重
度
知
的
障
害

者
で
あ
る
特
定
短

時
間
労
働
者

ｇ．
う
ち
新
規
雇
用
分

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ＋
ｃ＋
（ｄ

＋
ｅ）
×
0.
5

ｃ.
精
神
障
害
者

ｄ．
精
神
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労
働

者

e．
精
神
障
害
者
で

あ
る
特
定
短
時
間

労
働
者

ｆ．
　
計

ｃ＋
ｄ＋
ｅ×
0.
5
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(
3
)
 
産
業
別
の
雇
用
状
況

①
　
概
況

企
業

人
人

人
人

人
人

人
人

％
企
業

％

産
業
計

9
,
6
7
3

2
,
6
3
4
,
0
9
6
.
0

1
2
,
0
5
1

4
,
8
5
0

3
3
,
1
3
2

3
,
3
0
6

1
,
5
5
4

6
4
,
5
1
4
.
0

7
,
0
8
1
.
0

2
.
4
5

4
,
0
0
1

4
1
.
4

(
9
,
5
4
3
)

(
2
,
5
4
7
,
6
4
5
.
0
)

(
1
1
,
9
5
8
)

(
4
,
6
4
6
)

(
3
1
,
1
2
1
)

(
3
,
4
1
0
)

(
1
,
3
0
0
)

(
6
2
,
0
3
8
.
0
)

(
6
,
8
6
2
.
0

)
(

2
.
4
4
)

(
3
,
9
8
2
)

(
4
1
.
7
)

企
業

人
人

人
人

人
人

人
人

％
企
業

％

農
、
林
、
漁
業

1
4
1
.
0

0
0

0
0

0
0
.
0

0
.
0

0
.
0
0

0
0
.
0

(
2

(
1
,
8
2
8
.
5
)

(
1
3

)
(

0
)

(
1
2

)
(

0
)

(
0

)
(

3
8
.
0
)

(
0
.
0

)
(

2
.
0
8

)
(

0
)

(
0
.
0
)

鉱
業
,採
石
業
,

1
7
9
.
0

2
0

0
0

0
4
.
0

0
.
0

5
.0
6

1
1
0
0
.
0

砂
利
採
取
業

(
2
)

(
1
4
3
.
5

)
(

2
)

(
0

)
(

3
)

(
0

)
(

0
)
(

7
.
0
)

(
0
.
0

)
(

4
.
8
8
)

(
2
)

(
1
0
0
.
0
)

建
設
業

4
3
3

1
3
1
,
7
2
1
.
0

7
7
3

3
0

1
,
3
0
9

1
8

1
1

2
,
8
9
9
.
5

2
3
5
.
0

2
.
2
0

1
7
8

4
1
.
1

(
4
1
5
)

(
1
1
7
,
9
2
1
.
0
)

(
7
3
9
)

(
2
6
)

(
1
,
2
0
4
)

(
1
9

)
(

8
)
(

2
,
7
2
1
.
5
)

(
1
4
8
.
5

)
(

2
.
3
1
)

(
1
9
1
)

(
4
6
.
0
)

製
造
業

2
5
1
1

7
4
7
,
2
2
5
.
5

3
,
8
2
7

3
4
9

9
,
1
6
1

2
3
3

1
0
4

1
7
,
3
3
2
.
5

1
,
3
5
5
.
5

2
.
3
2

1
,
1
5
4

4
6
.
0

(
2
5
3
4
)

(
7
3
9
,
6
0
8
.
5
)

(
3
,
7
6
1
)

(
3
4
6
)

(
8
,
8
2
3
)

(
2
5
7

)
(

8
2

)
(

1
6
,
8
6
0
.
5
)

(
1
,
3
9
9
.
0

)
(

2
.
2
8
)

(
1
,
1
3
6
)

(
4
4
.
8
)

1
1

2
9
,
6
0
8
.
5

2
1
2

3
3
7
8

1
0

8
0
5
.
5

4
9
.
0

2
.
7
2

4
3
6
.
4

(
1
1
)

(
2
9
,
4
3
6
.
0
)

(
2
0
3
)

(
3
)

(
3
5
4
)

(
2

)
(

0
)
(

7
6
4
.
0
)

(
3
1
.
0

)
(

2
.
6
0
)

(
5
)

(
4
5
.
5
)

情
報
通
信
業

4
6
2

1
2
7
,
1
8
6
.
5

5
2
8

5
5

1
,
4
7
2

1
5

1
1

2
,
5
9
6
.
0

2
6
1
.
0

2
.
0
4

1
2
5

2
7
.
1

(
4
7
3
)

(
1
2
4
,
5
6
4
.
0
)

(
5
2
9
)

(
4
0
)

(
1
,
4
0
8
)

(
1
9

)
(

1
0

)
(

2
,
5
2
0
.
5
)

(
2
7
0
.
0

)
(

2
.
0
2
)

(
1
1
5
)

(
2
4
.
3
)

運
輸
業
,郵
便
業

7
4
8

1
8
8
,
7
8
5
.
5

8
2
9

1
8
4

2
,
4
1
7

2
1
6

7
8

4
,
4
0
6
.
0

4
4
8
.
0

2
.
3
3

3
4
0

4
5
.
5

(
6
9
2
)

(
1
7
0
,
6
1
0
.
0
)

(
8
0
0
)

(
1
9
3
)

(
2
,
2
0
4
)

(
2
4
1

)
(

7
7

)
(

4
,
1
5
6
.
0
)

(
3
4
7
.
0

)
(

2
.
4
4
)

(
3
4
0
)

(
4
9
.
1
)

卸
売
業
,小
売
業

1
7
8
8

4
1
9
,
2
1
1
.
5

1
,
5
4
7

4
8
1

4
,
8
6
6

4
2
4

4
2
8

8
,
8
6
7
.
0

7
7
5
.
5

2
.
1
2

5
5
1

3
0
.
8

(
1
8
0
0
)

(
4
2
3
,
9
6
7
.
5
)

(
1
,
5
9
5
)

(
4
9
2
)

(
4
,
7
8
0
)

(
4
5
1

)
(

3
9
1

)
(

8
,
8
8
3
.
0
)

(
7
1
9
.
0

)
(

2
.
1
0
)

(
5
4
1
)

(
3
0
.
1
)

6
6

1
2
9
,
2
8
8
.
0

7
1
5

4
1

1
,
8
8
1

1
5

5
3

3
,
3
8
6
.
0

2
5
1
.
0

2
.
6
2

2
7

4
0
.
9

(
6
3
)

(
1
2
8
,
5
8
2
.
5
)

(
6
9
6
)

(
3
7
)

(
1
,
8
0
3
)

(
1
4

)
(

5
4

)
(

3
,
2
6
6
.
0
)

(
2
4
2
.
5

)
(

2
.
5
4
)

(
2
5
)

(
3
9
.
7
)

不
動
産
業
,

2
2
0

4
6
,
4
2
2
.
0

1
7
2

4
1

4
8
5

5
6

1
7

9
0
6
.
5

1
1
8
.
0

1
.
9
5

6
5

2
9
.
5

物
品
賃
貸
業

(
2
1
8
)

(
4
2
,
4
4
1
.
0
)

(
1
4
9
)

(
3
5
)

(
3
9
8
)

(
4
3

)
(

1
1

)
(

7
5
8
.
0
)

(
8
9
.
0

)
(

1
.
7
9
)

(
6
6
)

(
3
0
.
3
)

4
2
3

1
1
1
,
6
7
0
.
5

5
2
3

2
3
8

1
,
2
1
5

1
4
4

3
3

2
,
5
8
7
.
5

2
8
6
.
0

2
.
3
2

1
4
4

3
4
.
0

(
4
1
4
)

(
1
0
7
,
0
4
3
.
0
)

(
5
2
2
)

(
2
2
3
)

(
1
,
1
4
1
)

(
1
2
8

)
(

3
9

)
(

2
,
4
9
1
.
5
)

(
3
0
3
.
0

)
(

2
.
3
3
)

(
1
4
3
)

(
3
4
.
5
)

2
7
4

1
0
2
,
2
0
5
.
5

3
5
3

3
8
2

1
,
1
5
5

4
6
6

2
1
9

2
,
5
8
5
.
5

3
2
1
.
5

2
.
5
3

1
0
4

3
8
.
0

(
2
6
8
)

(
9
8
,
3
2
0
.
5
)

(
3
2
7
)

(
3
4
8
)

(
1
,
0
5
8
)

(
4
2
6

)
(

1
5
1

)
(

2
,
3
4
8
.
5
)

(
3
0
2
.
5

)
(

2
.
3
9
)

(
1
0
7
)

(
3
9
.
9
)

2
1
2

4
2
,
3
1
0
.
5

1
4
4

9
9

5
1
7

1
0
6

4
7

9
8
0
.
5

8
1
.
0

2
.
3
2

6
7

3
1
.
6

(
1
9
4
)

(
3
5
,
8
4
5
.
5
)

(
1
3
9
)

(
8
3
)

(
3
8
8
)

(
9
1

)
(

2
7

)
(

8
0
8
.
0
)

(
9
4
.
0

)
(

2
.
2
5
)

(
6
3
)

(
3
2
.
5
)

1
9
7

4
3
,
8
3
2
.
5

1
9
3

4
2

3
8
0

3
7

1
5

8
3
4
.
0

1
0
1
.
0

1
.
9
0

8
0

4
0
.
6

(
1
9
4
)

(
4
2
,
2
3
5
.
0
)

(
2
0
1
)

(
4
7
)

(
3
5
5
)

(
3
1

)
(

1
1

)
(

8
2
5
.
0
)

(
9
8
.
0

)
(

1
.
9
5
)

(
7
9
)

(
4
0
.
7
)

医
療
,福
祉

1
3
4
9

2
9
4
,
1
3
5
.
0

1
,
3
4
9

2
,
4
5
7

5
,
0
0
5

1
,
2
0
8

3
2
2

1
0
,
9
2
5
.
0

2
,
1
5
6
.
0

3
.
7
1

7
0
9

5
2
.
6

(
1
2
6
9
)

(
2
6
1
,
6
6
0
.
0
)

(
1
,
3
2
0
)

(
2
,
3
1
3
)

(
4
,
4
4
5
)

(
1
,
2
8
6

)
(

2
6
3

)
(

1
0
,
1
7
2
.
5
)

(
2
,
2
0
9
.
0

)
(

3
.
8
9
)

(
7
2
3
)

(
5
7
.
0
)

2
8

8
,
8
9
4
.
5

5
9

1
2

1
1
8

1
9

1
3

2
6
4
.
0

2
5
.
5

2
.
9
7

8
2
8
.
6

(
2
7
)

(
8
,
7
4
7
.
5
)

(
5
9
)

(
1
5
)

(
1
1
1
)

(
2
4

)
(

5
)
(

2
5
8
.
5
)

(
1
4
.
0

)
(

2
.
9
6
)

(
8
)

(
2
9
.
6
)

サ
ー
ビ
ス
業

9
4
9

2
1
1
,
4
7
9
.
0

8
2
5

4
3
6

2
,
7
7
3

3
4
8

2
0
3

5
,
1
3
4
.
5

6
1
7
.
0

2
.
4
3

4
4
4

4
6
.
8

(
9
6
7
)

(
2
1
4
,
6
9
1
.
0
)

(
9
0
3
)

(
4
4
5
)

(
2
,
6
3
4
)

(
3
7
8

)
(

1
7
1

)
(

5
,
1
5
9
.
5
)

(
5
9
5
.
5

)
(

2
.
4
0
)

(
4
3
8
)

(
4
5
.
3
)

注
　
(
1
)
①
の
表
と
同
じ

区
分

① 企
業
数

② 法
定
雇
用
障
害
者
数
の
算
定

の
基
礎
と
な
る
労
働
者
数

③
　
障
害
者
の
数

④ 実
雇
用
率

Ｆ
÷
②
×
1
0
0

⑤ 法
定
雇
用
率
達
成

企
業
の
数

⑥ 法
定
雇
用
率
達
成

企
業
の
割
合

Ａ
.重
度
身
体
障
害
者

及
び
重
度
知
的
障
害

者

Ｂ
.重
度
身
体
障
害

者
、
重
度
知
的
障

害
者
及
び
精
神
障

害
者
で
あ
る
短
時

間
労
働
者

Ｃ
．
重
度
以
外
の
身

体
障
害
者
、
知
的
障

害
者
及
び
精
神
障

害
者

Ｄ
.重
度
以
外
の
身
体

障
害
者
及
び
知
的
障

害
者
で
あ
る
短
時
間

労
働
者

Ｅ
.重
度
身
体
障
害

者
、
重
度
知
的
障
害

者
及
び
精
神
障
害
者

で
あ
る
特
定
短
時
間

労
働
者

Ｆ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
（
Ｄ

＋
E
）
×
0
.5

Ｇ
．
う
ち
新
規
雇
用
分

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供

給
・
水
道
業

金
融
業
,保
険
業

学
術
研
究
,専
門
・

技
術
サ
ー
ビ
ス
業

宿
泊
業
,飲
食
サ
ー

ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ

ス
業
,娯
楽
業

教
育
,学
習
支
援
業
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②
　

障
害

種
別

雇
用

状
況

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

産
業
計

6
4
,
5
1
4
.
0

1
0
,
2
2
8

1
,
1
5
0

1
2
,
7
9
2

1
,
4
6
3

5
7
6

3
5
,
4
1
7
.
5

2
,
4
4
3
.
0

1
,
8
2
3

4
2
8

8
,
6
4
5

1
,
8
4
3

1
2
1

1
3
,
7
0
1
.
0

1
,
3
5
1
.
0

1
1
,
6
9
5

3
,
2
7
2

8
5
7

1
5
,
3
9
5
.
5

3
2
8
7
.
0

（
6
2
,
0
3
8
.
0
)

（
1
0
,
1
6
6
）

（
1
,
1
3
6
）

（
1
2
,
7
4
6
）

（
1
,
5
3
2
）

（
5
2
2

 
 
 
 
 

）
（

3
5
,
2
4
1
.
0
）

（
2
5
1
0
.
0

）
（

1
,
7
9
2
）

（
3
6
4
）

（
8
,
1
2
6
）

（
1
,
8
7
8
）

（
1
1
1

 
 
 
 
 

）
（

1
3
,
0
6
8
.
5
）

（
1
3
5
5
.
5
）

（
1
0
,
2
4
9
）

（
3
,
1
4
6
）

（
6
6
7
）

（
1
3
,
7
2
8
.
5
）

（
2
9
9
6
.
5

）

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

農
、
林
、
漁
業

0
.
0

0
0

0
0

0
0
.
0

0
0

0
0

0
0
.
0

0
0

0
0
.
0

（
3
8
.
0

)
（

1
3
）

（
0
）

（
1
1
）

（
0

)
（

0
)
（

3
7
.
0
)

（
0
）

（
0
）

（
0
）

（
0
)

（
0
)

（
0
.
0
)

（
1
）

（
0

)
（

0
)

（
1
.
0
)

4
.
0

2
0

0
0

0
4
.
0

0
0

0
0

0
0
.
0

0
0

0
0
.
0

（
7
.
0
)

（
2
）

（
0
）

（
3
）

（
0
)

（
0
)

（
7
.
0
)

（
0
）

（
0
）

（
0
）

（
0
)

（
0
)

（
0
.
0
)

（
0
）

（
0

)
（

0
)

（
0
.
0
)

建
設
業

2
,
8
9
9
.
5

7
4
9

2
0

8
0
4

1
2

6
2
,
3
3
1
.
0

2
4

2
1
2
1

6
0

1
7
4
.
0

3
8
4

8
5

3
9
4
.
5

（
2
,
7
2
1
.
5
)

（
7
1
7
）

（
1
7
）

（
7
8
7
）

（
1
6
)

（
5
)

（
2
,
2
4
8
.
5
)

（
2
2
）

（
0
）

（
9
6
）

（
3
)

（
0
)

（
1
4
1
.
5
)

（
3
2
1
）

（
9

)
（

3
)

（
3
3
1
.
5
)

製
造
業

1
7
,
3
3
2
.
5

3
,
1
5
9

1
2
9

3
,
6
2
9

1
1
8

3
9

1
0
,
1
5
4
.
5

6
6
8

4
2

2
,
7
2
9

1
1
5

2
2

4
,
1
7
5
.
5

2
,
8
0
3

1
7
8

4
3

3
,
0
0
2
.
5

（
1
6
,
8
6
0
.
5
)

（
3
,
1
5
0
）

（
1
1
9
）

（
3
,
6
9
4
）

（
1
3
4
)

（
3
3
)

（
1
0
,
1
9
6
.
5
)

（
6
1
1
）

（
4
2
）

（
2
,
5
7
3
）

（
1
2
3
)

（
1
7
)

（
3
,
9
0
7
.
0
)

（
2
,
5
5
6
）

（
1
8
5

)
（

3
2
)

（
2
,
7
5
7
.
0
)

8
0
5
.
5

2
0
4

3
2
2
1

1
0

6
3
2
.
5

8
0

6
0

0
0

7
6
.
0

9
7

0
0

9
7
.
0

（
7
6
4
.
0
)

（
1
9
5
）

（
3
）

（
2
2
1
）

（
2
)

（
0
)

（
6
1
5
.
0
)

（
8
）

（
0
）

（
5
2
）

（
0
)

（
0
)

（
6
8
.
0
)

（
8
1
）

（
0

)
（

0
)

（
8
1
.
0
)

情
報
通
信
業

2
,
5
9
6
.
0

5
1
8

1
7

5
6
6

1
0

1
1
,
6
2
4
.
5

1
0

1
7
5

5
0

9
8
.
5

8
3
1

3
7

1
0

8
7
3
.
0

（
2
,
5
2
0
.
5
)

（
5
1
9
）

（
1
5
）

（
5
4
6
）

（
1
4
)

（
4
)

（
1
,
6
0
8
.
0
)

（
1
0
）

（
0
）

（
6
7
）

（
5
)

（
0
)

（
8
9
.
5
)

（
7
9
5
）

（
2
5

)
（

6
)

（
8
2
3
.
0
)

運
輸
業
,郵
便
業

4
,
4
0
6
.
0

7
3
1

7
0

1
,
0
5
3

1
2
7

2
4

2
,
6
6
0
.
5

9
8

1
9

7
0
6

8
9

3
9
6
7
.
0

6
5
8

9
5

5
1

7
7
8
.
5

（
4
,
1
5
6
.
0
)

（
7
0
7
）

（
7
8
）

（
1
,
0
4
6
）

（
1
2
5
)

（
3
2
)

（
2
,
6
1
6
.
5
)

（
9
3
）

（
1
7
）

（
6
2
0
）

（
1
1
6
)

（
3
)

（
8
8
2
.
5
)

（
5
3
8
）

（
9
8

)
（

4
2
)

（
6
5
7
.
0
)

卸
売
業
,小
売
業

8
,
8
6
7
.
0

1
,
2
2
6

1
3
2

1
,
5
4
0

1
8
6

1
5
0

4
,
2
9
2
.
0

3
2
1

5
0

1
,
9
0
2

2
3
8

2
1

2
,
7
2
3
.
5

1
,
4
2
4

2
9
9

2
5
7

1
,
8
5
1
.
5

（
8
,
8
8
3
.
0
)

（
1
,
2
6
2
）

（
1
3
8
）

（
1
,
5
3
8
）

（
2
0
1
)

（
1
2
9
)

（
4
,
3
6
5
.
0
)

（
3
3
3
）

（
4
8
）

（
1
,
8
7
1
）

（
2
5
0
)

（
2
8
)

（
2
,
7
2
4
.
0

)
（

1
,
3
7
1
）

（
3
0
6

)
（

2
3
4
)

（
1
,
7
9
4
.
0
)

3
,
3
8
6
.
0

6
7
8

2
0

9
1
7

1
3

5
0

2
,
3
2
4
.
5

3
7

1
1
4
2

2
0

2
1
8
.
0

8
2
2

2
0

3
8
4
3
.
5

（
3
,
2
6
6
.
0
)

（
6
6
7
）

（
1
6
）

（
9
6
3
）

（
1
1
)

（
5
2
)

（
2
,
3
4
4
.
5
)

（
2
9
）

（
1
）

（
1
2
7
）

（
3
)

（
0
)

（
1
8
7
.
5
)

（
7
1
3

（
2
0

)
（

2
)

（
7
3
4
.
0
)

9
0
6
.
5

1
5
9

2
6

2
4
1

5
1

1
1

6
1
6
.
0

1
3

2
1
0
1

5
0

1
3
1
.
5

1
4
3

1
3

6
1
5
9
.
0

（
7
5
8
.
0
)

（
1
3
9
）

（
2
2
）

（
1
9
0
）

（
3
7
)

（
1
0
)

（
5
1
3
.
5
)

（
1
0
）

（
3
）

（
9
9
）

（
6
)

（
0
)

（
1
2
5
.
0
)

（
1
0
9

（
1
0

)
（

1
)

（
1
1
9
.
5
)

2
,
5
8
7
.
5

4
2
8

5
3

4
5
9

4
9

1
3

1
,
3
9
9
.
0

9
5

7
2
8
2

9
5

0
5
2
6
.
5

4
7
4

1
7
8

2
0

6
6
2
.
0

（
2
,
4
9
1
.
5
)

（
4
2
9
）

（
4
7
）

（
4
7
3
）

（
5
3
)

（
1
7
)

（
1
,
4
1
3
.
0
)

（
9
3
）

（
7
 

（
2
4
2
）

（
7
5
)

（
2
)

（
4
7
3
.
5
)

（
4
2
6
）

（
1
6
9

)
（

2
0
)

（
6
0
5
.
0
)

2
,
5
8
5
.
5

2
3
8

7
3

2
9
7

1
2
4

6
0

9
3
8
.
0

1
1
5

8
9

5
3
9

3
4
2

2
4

1
,
0
4
1
.
0

3
1
9

2
2
0

1
3
5

6
0
6
.
5

（
2
,
3
4
8
.
5
)

（
2
1
3
）

（
6
2
）

（
2
9
6
)

(
1
2
6
)

(
5
2
)

（
8
7
3
.
0
)

（
1
1
4
）

（
8
6
）

（
5
1
4
）

（
3
0
0
)

（
2
1
)

（
9
8
8
.
5
)

（
2
4
8
）

（
2
0
0

)
（

7
8
)

（
4
8
7
.
0
)

9
8
0
.
5

9
4

3
8

1
7
0

4
6

1
7

4
2
7
.
5

5
0

6
1
9
6

6
0

4
3
3
4
.
0

1
5
1

5
5

2
6

2
1
9
.
0

（
8
0
8
.
0
)

（
9
3
）

（
3
3
）

（
1
3
3
）

（
4
7
)

（
9
)

（
3
8
0
.
0
)

（
4
6
）

（
6
）

（
1
6
3
）

（
4
4
)

（
2
)

（
2
8
4
.
0
)

（
9
2
）

（
4
4

)
（

1
6
)

（
1
4
4
.
0
)

8
3
4
.
0

1
8
1

1
6

1
6
1

3
2

8
5
5
9
.
0

1
2

1
6
9

5
0

9
6
.
5

1
5
0

2
5

7
1
7
8
.
5

（
8
2
5
.
0
)

（
1
9
0
）

（
2
0
）

（
1
7
3
）

（
2
5

)
（

2
)
（

5
8
6
.
5

)
（

1
1
）

（
1
）

（
6
4
）

（
6

)
（

0
)
（

9
0
.
0
)

（
1
1
8
）

（
2
6

)
（

9
)

（
1
4
8
.
5
)

医
療
,福
祉

1
0
,
9
2
5
.
0

1
,
1
5
5

4
2
4

1
,
5
5
7

4
3
1

1
0
0

4
,
5
5
6
.
5

1
9
4

1
6
8

1
,
1
2
0

7
7
7

3
5

2
,
0
8
2
.
0

2
,
3
2
8

1
,
8
6
5

1
8
7

4
,
2
8
6
.
5

（
1
0
,
1
7
2
.
5
)

（
1
,
1
1
5
）

（
4
2
6
）

（
1
,
4
6
8
）

（
4
4
7
)

（
8
0
)

（
4
,
3
8
7
.
5
)

（
2
0
5
）

（
1
3
1

（
1
,
0
4
5
）

（
8
3
9
)

（
3
0
)

（
2
,
0
2
0
.
5
)

（
1
,
9
3
2
）

（
1
,
7
5
6

)
（

1
5
3
)

（
3
,
7
6
4
.
5
)

2
6
4
.
0

2
3

5
3
9

5
4

9
4
.
5

3
6

0
3
3

1
4

3
1
1
3
.
5

4
6

7
6

5
6
.
0

（
2
5
8
.
5
)

（
2
4
）

（
5
）

（
3
5
）

（
1
0

)
（

0
)
（

9
3
.
0

)
（

3
5
）

（
2
）

（
3
3
）

（
1
4

)
（

1
)
（

1
1
2
.
5
)

（
4
3
）

（
8

)
（

4
)

（
5
3
.
0
)

サ
ー
ビ
ス
業

5
,
1
3
4
.
5

6
8
3

1
2
4

1
,
1
3
8

2
5
8

9
3

2
,
8
0
3
.
5

1
4
2

4
0

5
7
0

9
0

9
9
4
3
.
5

1
,
0
6
5

2
7
2

1
0
1

1
,
3
8
7
.
5

（
5
,
1
5
9
.
5
)

（
7
3
1
）

（
1
3
5
）

（
1
,
1
6
9
）

（
2
8
4
)

（
9
7
)

（
2
,
9
5
6
.
5
)

（
1
7
2
）

（
2
0
）

（
5
6
0
）

（
9
4
)

（
7
)

（
9
7
4
.
5
)

（
9
0
5
）

（
2
9
0

)
（

6
7
)

（
1
,
2
2
8
.
5
)

注
　
(
1
)
②
の
表
と
同
じ

宿
泊
業
,飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
,娯

楽
業

教
育
・
学
習
支
援
業

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

学
術
研
究
,専
門
・
技
術

サ
ー
ビ
ス
業

鉱
業
,採
石
業
,砂
利
採
取

業 電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水

道
業

金
融
業
,保
険
業

不
動
産
業
,物
品
賃
貸
業

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
（
ｄ

＋
ｅ
）
×
0
.5

ａ
.重
度
身
体
障
害

者
b
．
　
重
度
身
体
障

害
者
で
あ
る
短
時

間
労
働
者

ｃ
．
重
度
以
外
の
身

体
障
害
者

ｄ
．
重
度
以
外
の
身

体
障
害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働
者

ｅ
．
重
度
身
体
障
害

者
で
あ
る
特
定
短

時
間
労
働
者

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
（
ｄ
＋

ｅ
）
×
0
.5

ａ
.重
度
知
的
障
害

者
b
．
　
重
度
知
的
障

害
者
で
あ
る
短
時

間
労
働
者

ｃ
．
重
度
以
外
の
知

的
障
害
者

ｄ
．
重
度
以
外
の
知

的
障
害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働
者

ｆ．
　
計

ｃ
＋
ｄ
＋
ｅ
×
0
.5

ｇ
．
う
ち
新
規
雇
用
分

ｅ
．
重
度
知
的
障
害

者
で
あ
る
特
定
短

時
間
労
働
者

区
分

① 障
害
者
の
数

②
身
体
障
害
者
の
数

③
知
的
障
害
者
の
数

④
精
神
障
害
者
の
数

ｇ
．
う
ち
新
規
雇
用
分

ｇ
．
う
ち
新
規
雇
用
分

ｃ
.精
神
障
害
者

ｄ
．
精
神
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労
働

者

e．
精
神
障
害
者
で

あ
る
特
定
短
時
間

労
働
者

15



③
　
製
造
業
に
お
け
る
雇
用
状
況
（
概
況
）

企
業

人
人

人
人

人
人

人
人

％
企
業

％

製
造
業
計

2
,
5
1
1

7
4
7
,
2
2
5
.
5

3
,
8
2
7

3
4
9

9
,
1
6
1

2
3
3

1
0
4

1
7
,
3
3
2
.
5

1
,
3
5
5
.
5

2
.
3
2

1
,
1
5
4

4
6
.
0

〈
〉

〈
0.
00

〉

(
2
,
5
3
4
)

(
7
3
9
,
6
0
8
.
5
)

(
3
,
7
6
1
)

(
3
4
6
)

(
8
,
8
2
3
)

(
2
5
7
)

(
8
2
)

(
1
6
,
8
6
0
.
5
)

(
1
,
3
9
9
.
0
)

(
2
.
2
8
)

(
1
,
1
3
6
)

(
4
4
.
8
)

企
業

人
人

人
人

人
人

人
人

％
企
業

％

食
料
品
・
た
ば
こ

2
2
4

5
7
,
7
1
5
.
0

2
5
7

7
4

8
2
0

7
3

3
4

1
,
4
6
1
.
5

1
3
7
.
5

2
.
5
3

1
0
7

4
7
.
8

〈
〉

(
2
2
4
)

(
5
9
,
1
3
4
.
5

)
(

2
5
6
)

(
7
7
)

(
8
3
7
)

(
8
2
)

(
2
9
)

(
1
,
4
8
1
.
5
)

(
1
6
1
.
5
)

(
2
.
5
1
)

(
1
1
4
)

(
5
0
.
9
)

繊
維
工
業

9
3

2
3
,
8
4
5
.
5

1
1
1

1
7

3
4
1

1
5

2
5
8
8
.
5

6
5
.
0

2
.
4
7

5
2

5
5
.
9

(
9
9
)

(
2
4
,
6
1
4
.
0

)
(

1
1
2
)

(
1
7
)

(
3
2
9
)

(
9
)

(
1
)

(
5
7
5
.
0
)

(
6
5
.
5
)

(
2
.
3
4
)

(
4
9
)

(
4
9
.
5
)

木
材
・
家
具

3
8

9
,
7
3
6
.
0

4
5

2
1
2
4

1
0

2
1
6
.
5

4
.
0

2
.
2
2

1
9

5
0
.
0

〈
〉

(
4
2
)

(
1
0
,
6
4
2
.
0

)
(

4
9
)

(
4
)

(
1
3
6
)

(
1
)

(
0
)

(
2
3
8
.
5
)

(
9
.
5
)

(
2
.
2
4
)

(
1
9
)

(
4
5
.
2
)

ﾊ
ﾟﾙ
ﾌ
ﾟ・
紙
・
印
刷

2
3
0

3
8
,
7
7
2
.
5

1
3
6

2
1

4
3
9

6
6

7
3
8
.
0

5
7
.
0

1
.
9
0

1
0
1

4
3
.
9

(
2
3
0
)

(
3
8
,
7
5
9
.
0

)
(

1
4
4
)

(
2
0
)

(
4
3
7
)

(
8
)

(
2
)

(
7
5
0
.
0
)

(
5
6
.
0
)

(
1
.
9
4
)

(
1
0
6
)

(
4
6
.
1
)

化
学
工
業

4
1
9

1
5
7
,
4
2
2
.
0

8
2
1

6
5

1
,
9
3
0

4
3

1
6

3
,
6
6
6
.
5

3
2
5
.
0

2
.
3
3

1
7
7

4
2
.
2

〈
〉

(
4
2
5
)

(
1
5
8
,
4
3
9
.
0

)
(

8
2
5
)

(
6
5
)

(
1
,
8
6
1
)

(
4
6
)

(
1
3
)

(
3
,
6
0
5
.
5
)

(
3
1
1
.
5
)

(
2
.
2
8
)

(
1
6
1
)

(
3
7
.
9
)

窯
業
・
土
石

5
0

9
,
0
3
2
.
0

4
8

4
9
3

2
4

1
9
6
.
0

5
.
0

2
.
1
7

2
4

4
8
.
0

(
5
2
)

(
9
,
5
7
6
.
0

)
(

4
7
)

(
7
)

(
9
5
)

(
2
)

(
2
)

(
1
9
8
.
0
)

(
6
.
0
)

(
2
.
0
7
)

(
2
7
)

(
5
1
.
9
)

鉄
鋼

8
2

1
7
,
7
6
0
.
5

8
7

1
5

2
0
7

5
0

3
9
8
.
5

3
2
.
5

2
.
2
4

4
1

5
0
.
0

〈
〉

(
7
5
)

(
1
5
,
8
5
7
.
5

)
(

7
5
)

(
8
)

(
1
9
2
)

(
4
)

(
0
)

(
3
5
2
.
0
)

(
2
2
.
5
)

(
2
.
2
2
)

(
4
0
)

(
5
3
.
3
)

非
鉄
金
属

6
6

3
1
,
3
0
8
.
0

1
8
9

5
3
6
4

6
4

7
5
2
.
0

2
8
.
0

2
.
4
0

3
3

5
0
.
0

(
7
0
)

(
3
0
,
7
5
7
.
5

)
(

1
9
5
)

(
4
)

(
3
5
1
)

(
6
)

(
1
)

(
7
4
8
.
5
)

(
2
9
.
0
)

(
2
.
4
3
)

(
4
0
)

(
5
7
.
1
)

金
属
製
品

4
1
2

5
6
,
5
7
3
.
5

1
9
8

2
8

7
1
2

2
0

9
1
,
1
5
0
.
5

8
2
.
5

2
.
0
3

2
0
2

4
9
.
0

〈
〉

(
4
0
2
)

(
5
5
,
2
2
7
.
0

)
(

1
9
2
)

(
2
4
)

(
6
7
1
)

(
2
3
)

(
6
)

(
1
,
0
9
3
.
5
)

(
8
6
.
5
)

(
1
.
9
8
)

(
1
8
0
)

(
4
4
.
8
)

電
気
機
械

2
0
1

9
8
,
7
4
1
.
0

6
3
3

2
7

1
,
0
5
1

1
2

6
2
,
3
5
3
.
0

1
8
1
.
0

2
.
3
8

9
2

4
5
.
8

(
2
0
6
)

(
9
5
,
7
2
0
.
0

)
(

5
9
9
)

(
2
5
)

(
1
,
0
0
2
)

(
1
5
)

(
7
)

(
2
,
2
3
6
.
0
)

(
2
1
4
.
0
)

(
2
.
3
4
)

(
9
1
)

(
4
4
.
2
)

そ
の
他
機
械

4
1
2

1
5
8
,
1
5
3
.
0

8
6
7

4
9

1
,
9
2
6

2
5

1
4

3
,
7
2
8
.
5

2
6
8
.
5

2
.
3
6

1
7
3

4
2
.
0

〈
〉

(
4
2
3
)

(
1
5
4
,
2
3
1
.
0

)
(

8
4
1
)

(
5
3
)

(
1
,
7
9
3
)

(
2
8
)

(
1
2
)

(
3
,
5
4
8
.
0
)

(
2
8
5
.
0
)

(
2
.
3
0
)

(
1
7
8
)

(
4
2
.
1
)

そ
の
他

2
8
4

8
8
,
1
6
6
.
5

4
3
5

4
2

1
,
1
5
4

2
5

9
2
,
0
8
3
.
0

1
6
9
.
5

2
.
3
6

1
3
3

4
6
.
8

(
2
8
6
)

(
8
6
,
6
5
1
.
0

)
(

4
2
6
)

(
4
2
)

(
1
,
1
1
9
)

(
3
3
)

(
9
)

(
2
,
0
3
4
.
0
)

(
1
5
2
.
0
)

(
2
.
3
5
)

(
1
3
1
)

(
4
5
.
8
)

注
 
(
1
)
①
の
表
と
同
じ

区
分

① 企
業
数

② 法
定
雇
用
障
害
者
数
の

算
定
の
基
礎
と
な
る
労

働
者
数

③
　
障
害
者
の
数

④ 実
雇
用
率

F
÷
②
×
1
0
0

⑥ 法
定
雇
用
率
達

成
企
業
の
割
合

Ａ
.重
度
身
体
障

害
者
及
び
重
度

知
的
障
害
者

Ｂ
.重
度
身
体
障
害

者
、
重
度
知
的
障

害
者
及
び
精
神
障

害
者
で
あ
る
短
時

間
労
働
者

Ｃ
．
重
度
以
外
の
身

体
障
害
者
、
知
的

障
害
者
及
び
精
神

障
害
者

Ｄ
.重
度
以
外
の
身

体
障
害
者
及
び
知

的
障
害
者
で
あ
る
短

時
間
労
働
者

Ｅ
.重
度
身
体
障
害

者
、
重
度
知
的
障

害
者
及
び
精
神
障

害
者
で
あ
る
特
定
短

時
間
労
働
者

Ｆ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
（
Ｄ

＋
E
）
×
0
.5

Ｆ
．
う
ち
新
規
雇
用

分

⑤ 法
定
雇
用
率
達
成

企
業
の
数
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④
　
製
造
業
に
お
け
る
雇
用
状
況
（
障
害
種
別
）

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

製
造
業
計

1
7
,
3
3
2
.
5

3
,
1
5
9

1
2
9

3
,
6
2
9

1
1
8

3
9

1
0
,
1
5
4
.
5

6
6
8

4
2

2
,
7
2
9

1
1
5

2
2

4
,
1
7
5
.
5

2
,
8
0
3

1
7
8

4
3

3
,
0
0
2
.
5

（
1
6
,
8
6
0
.
5
)

（
3
,
1
5
0
)
（

1
1
9
)
（

3
,
6
9
4
)
（

1
3
4
）
（

3
3
）
（

1
0
,
1
9
6
.
5
)

（
6
1
1
)
（

4
2
)
（

2
,
5
7
3
)
（

1
2
3
）
（

1
7
）
（

3
,
9
0
7
.
0
)

（
2
,
5
5
6
)
（

1
8
5
)
（

3
2
)
（

2
,
7
5
7
.
0
)

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

食
料
品
・
た
ば
こ

1
,
4
6
1
.
5

1
9
4

1
6

2
3
2

2
8

1
1

6
5
5
.
5

6
3

1
6

4
0
4

4
5

8
5
7
2
.
5

1
8
4

4
2

1
5

2
3
3
.
5

（
1
,
4
8
1
.
5
)

（
1
9
6
)
（

1
4
)
（

2
4
5
)
（

3
1
)
（

1
3
)
（

6
7
3
.
0
)

（
6
0
)
（

2
1
)
（

4
0
6
)
（

5
1
)
（

4
)
（

5
7
4
.
5
)

（
1
8
6
)
（

4
2
)
（

1
2
)
（

2
3
4
.
0
)

繊
維
工
業

5
8
8
.
5

9
2

7
1
1
5

1
0

0
3
1
1
.
0

1
9

1
1
2
3

5
1

1
6
5
.
0

1
0
3

9
1

1
1
2
.
5

（
5
7
5
.
0
)

（
9
3
)
（

8
)
（

1
2
7
)
（

8
)
（

0
)
（

3
2
5
.
0
)

（
1
9
)
（

2
)
（

1
1
8
)
（

1
)
（

0
)
（

1
5
8
.
5
)

（
8
4
)
（

7
)
（

1
)
（

9
1
.
5
)

木
材
・
家
具

2
1
6
.
5

4
2

0
7
5

1
0

1
5
9
.
5

3
0

1
7

0
0

2
3
.
0

3
2

2
0

3
4
.
0

（
2
3
8
.
5
)

（
4
6
)
（

0
)
（

8
7
)
（

1
)
（

0
)
（

1
7
9
.
5
)

（
3
)
（

0
)
（

1
8

（
0
)
（

0
)
（

2
4
.
0
)

（
3
1
)
（

4
)
（

0
)
（

3
5
.
0
)

ﾊ
ﾟﾙ
ﾌ
ﾟ・
紙
・
印
刷

7
3
8
.
0

1
2
8

6
2
0
4

5
4

4
7
0
.
5

8
0

1
1
6

1
0

1
3
2
.
5

1
1
9

1
5

2
1
3
5
.
0

（
7
5
0
.
0
)

（
1
3
6
)
（

7
)
（

2
0
7
)
（

7
)
（

2
)
（

4
9
0
.
5
)

（
8
)
（

0
)
（

1
1
3
)
（

1
)
（

0
)
（

1
2
9
.
5
)

（
1
1
7
)
（

1
3
)
（

0
)
（

1
3
0
.
0
)

化
学
工
業

3
,
6
6
6
.
5

6
4
3

2
8

7
3
6

2
5

4
2
,
0
6
4
.
5

1
7
8

4
6
0
9

1
8

3
9
7
9
.
5

5
8
5

3
3

9
6
2
2
.
5

（
3
,
6
0
5
.
5
)

（
6
5
0
)
（

2
9
)
（

7
6
4
)
（

2
4
)
（

4
)
（

2
,
1
0
7
.
0
)

（
1
7
5
)
（

3
)
（

5
5
8
)
（

2
2
)
（

3
)
（

9
2
3
.
5
)

（
5
3
9
)
（

3
3
)
（

6
)
（

5
7
5
.
0
)

窯
業
・
土
石

1
9
6
.
0

4
5

2
5
3

1
2

1
4
6
.
5

3
1

1
4

1
1

2
2
.
0

2
6

1
1

2
7
.
5

（
1
9
8
.
0
)

（
4
4
)
（

4
)
（

5
4
)
（

1
)
（

2
)
（

1
4
7
.
5
)

（
3
)
（

1
)
（

1
4
)
（

1
)
（

0
)
（

2
1
.
5
)

（
2
7
)
（

2
)
（

0
)
（

2
9
.
0
)

鉄
鋼

3
9
8
.
5

8
2

9
1
4
0

4
0

3
1
5
.
0

5
2

2
5

1
0

3
7
.
5

4
2

4
0

4
6
.
0

（
3
5
2
.
0
)

（
7
2
)
（

5
)
（

1
3
0
)
（

3
)
（

0
)
（

2
8
0
.
5
)

（
3
)
（

0
)
（

2
5
)
（

1
)
（

0
)
（

3
1
.
5
)

（
3
7
)
（

3
)
（

0
)
（

4
0
.
0
)

非
鉄
金
属

7
5
2
.
0

1
4
7

2
1
4
4

5
1

4
4
3
.
0

4
2

2
1
3
0

1
1

2
1
7
.
0

9
0

1
2

9
2
.
0

（
7
4
8
.
5
)

（
1
5
4
)
（

0
)
（

1
4
1
)
（

4
)
（

0
)
（

4
5
1
.
0
)

（
4
1
)
（

2
)
（

1
1
9
)
（

2
)
（

0
)
（

2
0
4
.
0
)

（
9
1
)
（

2
)
（

1
)
（

9
3
.
5
)

金
属
製
品

1
,
1
5
0
.
5

1
7
3

1
1

2
9
7

8
3

6
5
9
.
5

2
5

6
2
1
4

1
2

4
2
7
8
.
0

2
0
1

1
1

2
2
1
3
.
0

（
1
,
0
9
3
.
5
)

（
1
6
7
)
（

6
)
（

2
9
5
)
（

1
3
)
（

4
)
（

6
4
3
.
5
)

（
2
5
)
（

3
)
（

1
9
2
)
（

1
0
)
（

2
)
（

2
5
1
.
0
)

（
1
8
4
)
（

1
5
)
（

0
)
（

1
9
9
.
0
)

電
気
機
械

2
,
3
5
3
.
0

5
4
9

1
4

4
6
9

7
4

1
,
5
8
6
.
5

8
4

3
2
6
7

5
0

4
4
0
.
5

3
1
5

1
0

2
3
2
6
.
0

（
2
,
2
3
6
.
0
)

（
5
4
9
)
（

1
2
)
（

4
7
2
)
（

1
0
)
（

5
)
（

1
,
5
8
9
.
5
)

（
5
0
)
（

1
)
（

2
4
4
)
（

5
)
（

0
)
（

3
4
7
.
5
)

（
2
8
6
)
（

1
2
)
（

2
)
（

2
9
9
.
0
)

そ
の
他
機
械

3
,
7
2
8
.
5

6
9
2

2
1

6
8
7

1
4

5
2
,
1
0
1
.
5

1
7
5

3
5
0
9

1
1

1
8
6
8
.
0

7
3
0

2
5

8
7
5
9
.
0

（
3
,
5
4
8
.
0
)

（
6
7
2
)
（

2
3
)
（

6
9
4
)
（

1
4
)
（

1
)
（

2
,
0
6
8
.
5
)

（
1
6
9
)
（

4
)
（

4
7
4
)
（

1
4
)
（

6
)
（

8
2
6
.
0
)

（
6
2
5
)
（

2
6
)
（

5
)
（

6
5
3
.
5
)

そ
の
他

2
,
0
8
3
.
0

3
7
2

1
3

4
7
7

1
0

5
1
,
2
4
1
.
5

6
3

4
3
0
1

1
5

3
4
4
0
.
0

3
7
6

2
5

1
4
0
1
.
5

（
2
,
0
3
4
.
0
)

（
3
7
1
)
（

1
1
)
（

4
7
8
)
（

1
8
)
（

2
)
（

1
,
2
4
1
.
0
)

（
5
5
)
（

5
)
（

2
9
2

（
1
5
)
（

2
)
（

4
1
5
.
5
)

（
3
4
9

（
2
6
)
（

5
)
（

3
7
7
.
5
)

注
　
(
1
)
②
の
表
と
同
じ

④
精
神
障
害
者
の
数

ａ
.重
度
身
体
障
害

者
b
．
　
重
度
身
体
障

害
者
で
あ
る
短
時

間
労
働
者

ｃ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者

ｄ
．
重
度
以
外
の
身

体
障
害
者
で
あ
る
短

時
間
労
働
者

ｅ
．
重
度
身
体
障
害

者
で
あ
る
特
定
短
時

間
労
働
者

ｅ
．
重
度
知
的
障
害

者
で
あ
る
特
定
短
時

間
労
働
者

区
分

① 障
害
者
の
数

②
身
体
障
害
者
の
数

③
知
的
障
害
者
の
数

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
（
ｄ
＋

ｅ
）
×
0
.5

ａ
.重
度
知
的
障
害

者
b
．
　
重
度
知
的
障

害
者
で
あ
る
短
時

間
労
働
者

ｃ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者

ｄ
．
重
度
以
外
の
知

的
障
害
者
で
あ
る
短

時
間
労
働
者

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
（
ｄ

＋
ｅ
）
×
0
.5

ｃ
.精
神
障
害
者

ｄ
．
精
神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間
労

働
者

e．
　
精
神
障
害
者

で
あ
る
特
定
短
時

間
労
働
者

f．
　
計

ｃ
＋
d
＋
e×
0
.5
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(
4
)
 
民
間
企
業
に
お
け
る
雇
用
状
況
の
推
移

(
各

年
６

月
１

日
現

在
)

対
前
年
増
減

対
前
年
増
減

対
前
年
増
減

昭
和

5
5

1
7
,
0
4
7

1
.
0
9

5
0
.
7

5
6

1
8
,
2
7
8

1
,
2
3
1

1
.
1
4

0
.
0
5

5
1
.
3

0
.
6

5
7

1
9
,
2
9
6

1
,
0
1
8

1
.
1
8

0
.
0
4

5
1
.
7

0
.
4

5
8

2
0
,
1
4
0

8
4
4

1
.
2
3

0
.
0
5

5
3
.
3

1
.
6

5
9

2
0
,
8
9
3

7
5
3

1
.
2
6

0
.
0
3

5
2
.
3

△
 
1
.
0

6
0

2
1
,
3
2
3

4
3
0

1
.
2
8

0
.
0
2

5
3
.
6

1
.
3

6
1

2
1
,
7
1
8

3
9
5

1
.
2
9

0
.
0
1

5
4
.
6

1
.
0

注
１

6
2

2
2
,
1
7
0

4
5
2

1
.
3
0

0
.
0
1

5
4
.
7

0
.
1

　
障
害
者
の
数
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
合
計
で
あ
る
。

6
3

2
3
,
6
8
8

1
,
5
1
8

1
.
3
5

0
.
0
5

5
3
.
8

△
 
0
.
9

～
昭
和
6
2
年

平
成

元
年

2
4
,
1
5
5

4
6
7

1
.
3
5

0
.
0
0

5
4
.
5

0
.
7

身
体
障
害
者
（
重
度
身
体
障
害
者
は
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
）

2
2
4
,
8
7
6

7
2
1

1
.
3
5

0
.
0
0

5
7
.
0

2
.
5

昭
和
6
3
年
～
平
成
４
年

3
2
5
,
9
4
2

1
,
0
6
6

1
.
3
5

0
.
0
0

5
7
.
5

0
.
5

身
体
障
害
者
（
重
度
身
体
障
害
者
は
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
）
、

4
2
7
,
8
3
5

1
,
8
9
3

1
.
3
8

0
.
0
3

5
5
.
5

△
 
2
.
0

知
的
障
害
者

5
2
9
,
0
8
5

1
,
2
5
0

1
.
4
3

0
.
0
5

5
3
.
2

△
 
2
.
3

平
成
５
年
～
平
成
1
7
年

6
2
9
,
8
9
0

8
0
5

1
.
4
5

0
.
0
2

5
0
.
2

△
 
3
.
0

身
体
障
害
者
（
重
度
身
体
障
害
者
は
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
）
、

7
3
0
,
6
5
5

7
6
5

1
.
4
9

0
.
0
4

5
0
.
9

0
.
7

知
的
障
害
者
（
重
度
知
的
障
害
者
は
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
）
、

8
2
9
,
7
1
3

△
 
9
4
2

1
.
4
9

0
.
0
0

5
1
.
1

0
.
2

重
度
身
体
障
害
者
又
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者

9
2
9
,
6
9
6

△
 
1
7

1
.
5
0

0
.
0
1

5
0
.
7

△
 
0
.
4

平
成
1
8
年

1
0

2
9
,
3
8
8

△
 
3
0
8

1
.
5
0

0
.
0
0

5
0
.
3

△
 
0
.
4

身
体
障
害
者
（
重
度
身
体
障
害
者
は
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
）
、

1
1

3
0
,
0
2
0

6
3
2

1
.
5
2

0
.
0
2

4
4
.
0

△
 
6
.
3

知
的
障
害
者
（
重
度
知
的
障
害
者
は
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
）
、

1
2

3
0
,
7
6
8

7
4
8

1
.
5
6

0
.
0
4

4
2
.
6

△
 
1
.
4

精
神
障
害
者
、

1
3

3
0
,
0
7
4

△
 
6
9
4

1
.
5
6

0
.
0
0

4
1
.
7

△
 
0
.
9

重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者

1
4

2
8
,
3
7
8

△
 
1
,
6
9
6

1
.
4
9

△
 
0
.
0
7

4
0
.
8

△
 
0
.
9

（
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
は
0
.5
カ
ウ
ン
ト
）

1
5

2
7
,
9
4
9

△
 
4
2
9

1
.
4
9

0
.
0
0

4
1
.
0

0
.
2

平
成
2
3
年

1
6

2
8
,
4
9
9

5
5
0

1
.
4
9

0
.
0
0

4
0
.
8

△
 
0
.
2

身
体
障
害
者
（
重
度
身
体
障
害
者
は
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
）
、

1
7

2
8
,
8
2
8

3
2
9

1
.
5
1

0
.
0
2

3
9
.
5

△
 
1
.
3

知
的
障
害
者
（
重
度
知
的
障
害
者
は
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
）
、

1
8

2
9
,
9
8
5
.
0

1
,
1
5
7
.
0

1
.
5
3

0
.
0
2

4
0
.
5

1
.
0

精
神
障
害
者
、

1
9

3
0
,
7
4
7
.
5

7
6
2
.
5

1
.
5
6

0
.
0
3

4
2
.
2

1
.
7

重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
、
重
度
以
外
身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
並
び
に
精
神
障
害
者
で
あ
る

2
0

3
2
,
2
4
8
.
5

1
,
5
0
1
.
0

1
.
5
9

0
.
0
3

4
2
.
8

0
.
6

短
時
間
労
働
者
（
重
度
以
外
身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
並
び
に
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
は
0
.5
カ
ウ
ン
ト
）
※

2
1

3
2
,
2
5
3
.
0

4
.
5

1
.
6
0

0
.
0
1

4
2
.
9

0
.
1

2
2

3
3
,
9
4
4
.
5

1
,
6
9
1
.
5

1
.
6
7

0
.
0
7

4
4
.
5

1
.
6

　
　
つ
い
て
の
み
、
１
人
分
と
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
た
。

2
3

3
5
,
7
7
4
.
0

1
,
8
2
9
.
5

1
.
6
3

△
 
0
.
0
4

4
3
.
8

△
 
0
.
7

　
　
①
報
告
年
の
3
年
前
の
年
に
属
す
る
６
月
２
日
以
降
に
採
用
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と

2
4

3
7
,
0
0
4
.
5

1
,
2
3
0
.
5

1
.
6
9

0
.
0
6

4
4
.
9

1
.
1

2
5

3
9
,
2
1
7
.
0

2
,
2
1
2
.
5

1
.
7
6

0
.
0
7

4
0
.
7

△
 
4
.
2

2
6

4
0
,
4
3
8
.
5

1
,
2
2
1
.
5

1
.
8
1

0
.
0
5

4
2
.
6

1
.
9

令
和
５
年
以
降
は
、
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
１
人
分
と
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
。

2
7

4
1
,
6
2
0
.
0

1
,
1
8
1
.
5

1
.
8
4

0
.
0
3

4
4
.
0

1
.
4

令
和
６
年
以
降

2
8

4
3
,
1
2
1
.
0

1
,
5
0
1
.
0

1
.
8
8

0
.
0
4

4
5
.
3

1
.
3

身
体
障
害
者
（
重
度
身
体
障
害
者
は
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
）

2
9

4
4
,
4
6
9
.
5

1
,
3
4
8
.
5

1
.
9
2

0
.
0
4

4
5
.
5

0
.
2

知
的
障
害
者
（
重
度
知
的
障
害
者
は
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
）

3
0

4
7
,
8
1
7
.
5

3
,
3
4
8
.
0

2
.
0
1

0
.
0
9

4
1
.
0

△
 
4
.
5

精
神
障
害
者
、

令
和

元
年

5
0
,
1
8
9
.
0

2
,
3
7
1
.
5

2
.
0
8

0
.
0
7

4
3
.
1

2
.
1

重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
、

2
5
2
,
0
3
8
.
5

1
,
8
4
9
.
5

2
.
1
2

0
.
0
4

4
3
.
8

0
.
7

重
度
以
外
身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
（
0
.
5
カ
ウ
ン
ト
）

3
5
4
,
5
9
7
.
5

2
,
5
5
9
.
0

2
.
2
1

0
.
0
9

4
3
.
0

△
 
0
.
8

重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間
労
働
者
（
0
.
5
カ
ウ
ン
ト
）

4
5
5
,
4
0
1
.
0

8
0
3
.
5

2
.
2
5

0
.
0
4

4
4
.
6

1
.
6

5
5
8
,
2
8
2
.
0

2
,
8
8
1
.
0

2
.
3
5

0
.
1
0

4
6
.
1

1
.
5

注
２

6
6
2
,
0
3
8
.
0

3
,
7
5
6
.
0

2
.
4
4

0
.
0
9

4
1
.
7

△
 
4
.
4

 
（
　
）
内
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
前
（
前
年
度
）
の
制
度
に
基
づ
い
て
計
算
し
た
場
合
の
数
値
で
あ
る
。

7
6
4
,
5
1
4
.
0

2
,
4
7
6
.
0

2
.
4
5

0
.
0
1

4
1
.
4

△
 
0
.
3

　
各
年
に
お
け
る
法
定
雇
用
率
、
～
昭
和
6
2
年
　
1
.
5
％
、
昭
和
6
3
年
～
平
成
1
0
年
　
1
.
6
％
、
平
成
1
1
年
～
平
成
2
4
年
　
1
.
8
％

　
平
成
2
5
年
～
平
成
2
9
年
　
2
.
0
％
、
平
成
3
0
年
～
令
和
2
年
　
2
.
2
%
、
令
和
3
年
～
令
和
5
年
　
2
.
3
％
、
令
和
6
年
～
　
2
.
5
％

2
.
3
%

2
.
5
%

1
.
6
%

1
.
8
%

※
　
平
成
3
0
年
か
ら
令
和
４
年
ま
で
は
、
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
で
あ
っ
て
も
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に

　
　
②
報
告
年
の
3
年
前
の
年
に
属
す
る
６
月
２
日
よ
り
前
に
採
用
さ
れ
た
者
で
、
同
日
以
後
に
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を

　
　
　
 
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と

2
.
0
%

2
.
2
%

1
.
5
%

年
障
害
者
の
数
(
人
)

実
雇
用
率
(
％
)

法
定
雇
用
率
達
成
企
業
の

割
合
（
％
)

法
定

雇
用
率
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(5
) 

障
害

者
不

足
数

階
級

別
の

法
定

雇
用

率
未

達
成

企
業

数

0
.5
人
又
は
１
人

1
.5
人
又
は
2
人

2
.5
人
又
は
3
人

3
.5
人
又
は
4
人

4
.5
人
以
上

9
人
以
下

9
.5
人
以
上

2
0
人
以
下

2
0
.5
人
以
上

5
0
人
以
下

5
0
.5
人
以
上

規
模
計

5
,6

7
2

3
,4

4
1

1
,2

3
9

4
7
7

2
7
2

2
1
5

2
6

1
1

3
,1

6
4

(1
0
0
.0
%
)

(6
0
.7
%
)

(2
1
.8
%
)

(8
.4
%
)

(4
.8
%
)

(3
.8
%
)

(0
.5
%
)

(0
.0
%
)

(0
.0
%
)

(5
5
.8
%
)

4
0
.0
-
1
0
0
人
未
満

3
,1

1
5

2
7
1
1

4
0
4

－
－

－
－

－
－

2
,8

3
4

(1
0
0
.0
%
)

(8
7
.0
%
)

(1
3
.0
%
)

－
－

－
－

－
－

(9
1
.0
%
)

1
0
0
-
3
0
0
人
未
満

1
,7

4
7

5
6
8

6
8
8

3
2
3

1
3
0

3
8

－
－

－
3
2
4

(1
0
0
.0
%
)

(3
2
.5
%
)

(3
9
.4
%
)

(1
8
.5
%
)

(7
.4
%
)

(2
.2
%
)

－
－

－
(1
8
.5
%
)

3
0
0
-
5
0
0
人
未
満

3
9
1

8
1

7
1

9
3

7
7

6
7

2
－

－
6

(1
0
0
.0
%
)

(2
0
.7
%
)

(1
8
.2
%
)

(2
3
.8
%
)

(1
9
.7
%
)

(1
7
.1
%
)

(0
.5
%
)

－
－

(1
.5
%
)

5
0
0
-
1
,0
0
0
人
未
満

2
7
8

5
4

6
0

4
9

4
8

6
2

5
－

－
0

(1
0
0
.0
%
)

(1
9
.4
%
)

(2
1
.6
%
)

(1
7
.6
%
)

(1
7
.3
%
)

(2
2
.3
%
)

(1
.8
%
)

－
－

(0
.0
%
)

1
,0
0
0
人
以
上

1
4
1

2
7

1
6

1
2

1
7

4
8

1
9

1
1

0
(1
0
0
.0
%
)

(1
9
.1
%
)

(1
1
.3
%
)

(8
.5
%
)

(1
2
.1
%
)

(3
4
.0
%
)

(1
3
.5
%
)

(0
.7
%
)

(0
.7
%
)

(0
.0
%
)

注
１
　
上
段
は
企
業
数
、
下
段
は
当
該
企
業
規
模
階
級
内
に
お
け
る
構
成
比
。

２

区
分

①
法
定
雇
用
率

未
達
成
企
業

の
数

②
不
足
数

③
障
害
者
の

数
が
0
人
で

あ
る
企
業
数

　
②
欄
の
「
不
足
数
」
と
は
、
法
定
雇
用
率
を
達
成
す
る
た
め
に
、
現
在
の
雇
用
障
害
者
数
に
加
え
て
雇
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
障
害
者
の
数
で
あ
る
。
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(
6
)
 
特

例
子

会
社

の
状

況
①
　
概
況

①

社
人

人
人

人
人

人
人

7
2

5
,
3
6
5
.
5

1
,
2
1
2

5
4

2
,
8
3
6

2
9

5
5
,
3
3
1
.
0

（
7
2
)
（

5
,
0
6
8
.
5
)
（

1
,
1
8
9
)
（

6
0
)

（
2
,
6
0
4
)

(
2
7

)
(

5
)

（
5
,
0
5
8
.
0
)

注
　
(1
)①
の
表
と
同
じ

　
　
　
※
　
本
表
は
、
親
会
社
が
大
阪
府
内
に
所
在
す
る
特
例
子
会
社
で
、
親
会
社
分
を
含
ま
な
い
特
例
子
会
社
分
の
み
の
集
計
で
あ
る
。

②
　
障
害
種
別
雇
用
状
況

注
　
(1
)②
の
表
と
同
じ

　
　
　
※
　
本
表
は
、
親
会
社
が
大
阪
府
内
に
所
在
す
る
特
例
子
会
社
で
、
親
会
社
分
を
含
ま
な
い
特
例
子
会
社
分
の
み
の
集
計
で
あ
る
。

◎
　
「
特
例
子
会
社
」
制
度
と
は

Ａ
.重
度
身
体
障

害
者
及
び
重
度

知
的
障
害
者

② 法
定
雇
用
障
害
者

数
の
算
定
の
基
礎
と

な
る
労
働
者
数

特
例
子
会
社

区
分

③
　
障
害
者
の
数

特
例
子
会
社
数

Ｄ
.重
度
以
外
身

体
障
害
者
及
び

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者

Ｆ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋

（
Ｄ
＋
E
）
×
0
.5

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害

者
及
び
精
神
障

害
者

Ｂ
.重
度
身
体
障

害
者
、
重
度
知

的
障
害
者
及
び

精
神
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者

Ｅ
.重
度
身
体
障

害
者
、
重
度
知

的
障
害
者
及
び

精
神
障
害
者
で

あ
る
特
定
短
時

間
労
働
者

障
害
者
雇
用
率
制
度
に
お
い
て
は
、
障
害
者
の
雇
用
機
会
の
確
保
（
法
定
雇
用
率
＝
2.
5％

）
は
個
々
の
事
業
主
（
企
業
）
ご
と
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
特
例
で
あ
る
「
特
例
子
会
社
」
制
度
は
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
及
び
安
定
を
図
る
た
め
、
事
業
主
が
障
害
者
の
雇
用
に
特
別
の
配
慮
を
し
た
子
会
社
を
設
立
し
、
一
定

の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
そ
の
子
会
社
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
を
親
会
社
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
実
雇
用
率
を
算
定
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

5,
33
1.

0
64
2

11
20
2

9
1

1,
50

2.
0

57
0

5
1,

17
2

20
1

2,
32

7.
5

1,
46

2
38

3
1,

50
1.

5

（
5,

05
8.

0
）

（
63
9
）

（
11

）
（

21
8
）

（
8
）

（
0
）

（
1,

51
1.
0
）

（
55

0
）

（
7
）

（
1,

07
8
）

（
19

）
（

0
）

（
2,
19

4.
5
）

（
1,
30

8
）

（
42

）
（

5
  
  

 
）

（
1,

35
2.

5
）

④
精
神
障
害
者
の
数

ｃ.
精
神
障
害
者

ｇ．
　
計

ｃ＋
d＋
e×
0.
5

③
知
的
障
害
者
の
数

ａ.
重
度
知
的
障

害
者

b．
　
重
度
知
的

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働
者

ｃ．
重
度
以
外

の
知
的
障
害
者

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ＋
ｃ

＋
（ｄ
＋
ｅ）
×

0.
5

ｄ．
重
度
以
外

の
知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

労
働
者

ｄ．
精
神
障
害

者
で
あ
る
短
時

間
労
働
者

e．
精
神
障
害

者
で
あ
る
特
定

短
時
間
労
働
者

ｅ．
重
度
身
体

障
害
者
で
あ
る

特
定
短
時
間
労

働
者

ｅ．
重
度
知
的

障
害
者
で
あ
る

特
定
短
時
間
労

働
者

特
例
子
会
社

区
分

②
身
体
障
害
者
の
数

① 障
害
者
の
数

ａ.
重
度
身
体
障

害
者

ｆ．
　
計

a×
２
＋
ｂ＋
ｃ

＋
（ｄ
＋
ｅ）
×

0.
5

ｃ．
重
度
以
外

の
身
体
障
害
者

b．
　
重
度
身
体

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働
者

ｄ．
重
度
以
外

の
身
体
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

労
働
者
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(7
) 

身
体

障
害

者
の

部
位

別
雇

用
状

況

①
　
概
況

③
　
産
業
別
の
雇
用
状
況

1,
37

6
人

2,
93

6
人

2
6
7
人

10
,1
16
人

7
1
5
4
人

21
,8
49
人

人
人

人
人

人
人

民
間
企
業

0
0

0
0

0
0

（
1
,
3
4
2
)

（
3
,
0
2
6
)

（
2
7
6
)

（
1
0
,
7
1
9
)

（
7
,
3
4
2
)

(
2
2
,
7
0
5
)

注
　
「
身
体
障
害
者
計
」
欄
に
は
、
種
類
別
の
身
体
障
害
者
数
に
つ
い
て
未
記
入
の
場
合
は
含
ま
れ
な
い
。

（
1
)

（
0
)

（
0
)

（
8
)

(
1
5
)

（
2
4
)

鉱
業
,採
石
業
,

1
0

0
0

1
2

砂
利
採
取
業

②
　
企
業
規
模
別
の
雇
用
状
況

（
1
)

（
0

)
（

0
)

（
0
)

(
4
)

（
5
)

建
設
業

6
7

1
8
5

2
2

6
8
6

4
8
8

1
,
4
4
8

　

（
6
4
)

（
1
8
3

)
（

2
1
)

（
6
9
2
)

(
4
7
5
)

（
1
,
4
3
5
)

人
人

人
人

人
人

製
造
業

2
7
6

1
,
2
2
8

7
0

2
,
6
8
8

1
,
9
0
3

6
,
1
6
5

4
0
.0
～

1
1
0

2
2
7

3
4

9
8
1

7
6
7

2
,
1
1
9

1
0
0
人
未
満
　
　

（
2
8
2
)

（
1
,
2
4
0
)

（
8
3
)

（
2
,
8
0
1
)

(
1
,
9
3
7
)

（
6
,
3
4
3
)

（
1
1
7
）

（
2
3
3
）

（
3
5
）

（
1
,
0
5
7
）

（
7
3
5
)

（
2
,
1
7
7
)

1
4

1
0

2
1
1
4

4
2

1
8
2

1
0
0
～

3
2
1

3
6
4

4
1

1
,
6
1
2

1
,
1
9
8

3
,
5
3
6

3
0
0
人
未
満

（
2
6
)

（
3
2

)
（

8
)

（
2
5
8
)

(
9
7
)

（
4
2
1
)

（
3
3
2
）

（
4
0
7
）

（
4
6
）

（
1
,
8
2
6
）

（
1
,
3
2
7
)

（
3
,
9
3
8
)

情
報
通
信
業

8
4

8
3

8
5
0
4

3
1
9

9
9
8

3
0
0
～

1
1
5

2
1
4

2
7

8
7
6

6
6
3

1
,
8
9
5

5
0
0
人
未
満

（
8
1
)

（
8
2

)
（

9
)

（
5
1
2
)

(
3
2
1
)

（
1
,
0
0
5
)

（
1
1
7
）

（
2
1
0
）

（
2
6
）

（
9
2
5
）

（
6
7
1
)

（
1
,
9
4
9
)

運
輸
業
,郵
便
業

1
0
4

1
5
3

1
9

8
5
1

6
1
1

1
,
7
3
8

5
0
0
～

1
5
1

2
9
1

3
1

1
,
2
6
0

9
4
4

2
,
6
7
7

　

1
0
0
0
人
未
満

（
5
1
)

（
1
3
7
)

（
1
1
)

（
7
3
5
)

(
5
3
9
)

（
1
,
4
7
3
)

（
1
3
4
）

（
2
8
6
）

（
3
3
）

（
1
,
2
6
5
）

（
9
6
6
)

（
2
,
6
8
4
)

卸
売
業
,小
売
業

1
5
2

2
4
2

3
4

1
,
0
6
6

8
9
6

2
,
3
9
0

1
,0
0
0
人
以
上

6
7
9

1
,
8
4
0

1
3
4

5
,
3
8
7

3
,
5
8
2

1
1
,
6
2
2

（
1
5
6
)

（
2
8
0

)
（

3
6
)

（
1
,
2
6
2
)

(
1
,
0
5
6
)

（
2
,
7
9
0
)

（
6
4
2
)

（
1
,
8
9
0
)

（
1
3
6
)

（
5
,
6
4
6
)

(
3
,
6
4
3
)

（
1
1
,
9
5
7
)

金
融
業
,保
険
業

8
7

2
7
8

1
3

8
7
5

3
9
9

1
,
6
5
2

注
　
１
(7
)①
の
表
と
同
じ
。

（
8
4
)

（
2
9
3

)
（

1
4
)

（
8
9
9
)

(
4
0
1
)

（
1
,
6
9
1
)

不
動
産
業
,物
品
賃
貸
業

2
3

3
2

2
2
1
6

1
4
7

4
2
0

（
2
0
)

（
2
8

)
（

2
)

（
1
8
2
)

(
1
2
9
)

（
3
6
1
)

6
9

9
5

1
2

4
0
6

3
2
6

9
0
8

　

（
6
5
)

（
8
3
)

（
8
)

（
3
5
3
)

(
3
1
3
)

（
8
2
2
)

2
4

6
4

1
0

1
9
4

1
9
6

4
8
8

（
2
8
)

（
6
6

)
（

1
2
)

（
2
5
1
)

(
2
0
0
)

（
5
5
7
)

1
6

3
1

4
1
4
6

1
0
0

2
9
7

（
1
8
)

（
3
3

)
（

4
)

（
1
4
0
)

(
9
9
)

（
2
9
4
)

教
育
,学
習
支
援
業

2
8

1
0

1
1
7
1

1
3
8

3
4
8

（
2
8
)

（
1
4

)
（

1
)

（
1
7
5
)

(
1
4
1
)

（
3
5
9
)

医
療
,福
祉

3
5
7

3
6
2

4
4

1
,
4
2
3

9
1
0

3
,
0
9
6

　

（
3
4
5
)

（
3
5
5

)
（

4
0
)

（
1
,
4
9
1
)

(
8
6
0
)

（
3
,
0
9
1
)

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

6
6

0
4
0

1
8

7
0

（
5
)

（
6

)
（

0
)

（
4
7
)

(
1
4
)

（
7
2
)

サ
ー
ビ
ス
業

6
8

1
5
7

2
6

7
3
6

6
6
0

1
,
6
4
7

（
8
7
)

（
1
9
4

)
（

2
7
)

（
9
1
3
)

(
7
4
1
)

（
1
,
9
6
2
)

注
　
１
(7
)①
の
表
と
同
じ
。

※
実

人
数

※
実

人
数

区
分

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
別
表
に
掲
げ
る
種
類
別
の
身
体
障
害
者
数

区
分

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
別
表
に
掲
げ
る
種
類
別
の
身
体
障
害
者
数

視
覚
障
害
者

聴
覚
又
は

平
衡
機
能
障
害
者

音
声
・
言
語
・

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害
者

肢
体
不
自
由
者

内
部
障
害
者

身
体
障
害
者
計

視
覚
障
害
者

聴
覚
又
は

平
衡
機
能
障
害
者

音
声
・
言
語
・

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害
者

肢
体
不
自
由
者

内
部
障
害
者

身
体
障
害
者
計

農
、
林
、
漁
業

※
実

人
数

区
分

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
別
表
に
掲
げ
る
種
類
別
の
身
体
障
害
者
数

視
覚
障
害
者

聴
覚
又
は

平
衡
機
能
障
害
者

音
声
・
言
語
・

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害
者

肢
体
不
自
由
者

内
部
障
害
者

身
体
障
害
者
計

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給

・
水
道
業

学
術
研
究
,

専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

宿
泊
業
,

飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
,娯

楽
業
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(
1
)
 
府

・
市

町
村

の
機

関
（

法
定

雇
用

率
2
.
8
％

）
①

　
概

況
①

④
⑤

機
関

人
人

人
人

人
人

人
人

％
機

関
％

7
6

8
6
,
4
3
2
.
0

6
3
5

8
6

1
,
1
1
7

1
1
5

1
1

2
,
5
3
6
.
0

1
5
6
.
0

2
.
9
3

6
6

8
6
.
8

<
6,
48
8

>
<

13
9

>
<

>
（

7
8
)
（

8
3
,
2
4
1
.
5

)
（

6
3
6
)
（

8
4
）

（
1
,
0
7
3
)

（
1
1
1

)
（

7
 
 
 
 
 
 

)
（

2
,
4
8
8
.
0

)
（

1
6
8
.
5
)
（

2
.
9
9
)
（

7
0
)
（

8
9
.
7
)

②
　

障
害

種
別

在
職

状
況

注
1

注
１ ２

２

３

３
４

４
５

５
６

6
6
6
6
6

　 < >

⑥

〔
２

（
１

）
②

表
の

注
〕

〔
2
(1

)①
表

の
注

〕

Ｄ
.重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

法
定

雇
用

率
達

成
機

関
の

割
合

法
定

雇
用

率
達

成
機

関
の

数

実
雇

用
率

F
÷

②
×

1
0
0

② 法
定

雇
用

障
害

者
数

の
算

定
の

基
礎

と
な

る
職

員
数

　
A

、
C

欄
は

１
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
3
0
時

間
以

上
の

職
員

、
B

、
D

欄
は

１
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
2
0
時

間
以

上
3
0
時

間
未

満
の

職
員

、
E
欄

は
１

週
間

の
所

定
労

働
時

間
が

1
0
時

間
以

上
2
0
時

間
未

満
の

職
員

で
あ

る
。

　
G

欄
の

「
う

ち
新

規
雇

用
分

」
は

令
和

６
年

６
月

２
日

か
ら

令
和

７
年

６
月

１
日

ま
で

の
１

年
間

に
新

規
に

雇
い

入
れ

ら
れ

た
障

害
者

数
で

あ
る

。

　
　

（
　

）
内

は
令

和
６

年
６

月
１

日
現

在
の

数
値

で
あ

る
。

区
分

③
　

障
害

者
の

数

府
・
市

町
村

の
機

関
〔
2
.8

%
〕

　
②

欄
の

「
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

職
員

数
」
と

は
、

職
員

総
数

か
ら

除
外

職
員

数
及

び
除

外
率

相
当

職
員

数
（
旧

除
外

職
員

が
職

員
総

数
に

占
め

る
割

合
を

元
に

設
定

し
た

除
外

率
を

乗
じ

て
得

た
数

）
を

除
い

た
職

員
数

で
あ

る
。

　
法

令
上

、
③

Ａ
欄

の
「
重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
」
に

つ
い

て
は

、
１

人
を

２
人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
Ｆ

欄
の

計
を

算
出

す
る

に
当

た
り

ダ
ブ

ル
カ

ウ
ン

ト
を

行
い

、
Ｄ

欄
の

「
重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

」
及

び
E
欄

の
「
重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
勤

務
職

員
」
に

つ
い

て
は

、
１

人
を

0
.5

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

F
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
0
.5

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。
　

た
だ

し
、

Ｂ
欄

の
「
重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員
」
に

つ
い

て
は

、
１

人
を

１
カ

ウ
ン

ト
と

し
て

い
る

。

Ｆ
．

　
計

Ａ
×

２
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

（
D

＋
Ｅ

）
×

0
.5

Ｂ
.重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員

Ｇ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

機
関

数
Ａ

.重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

Ｅ
.重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
勤

務
職

員

Ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者

　
（
　

）
内

は
令

和
6
年

6
月

1
日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。

　
①

欄
の

「
障

害
者

の
数

」
と

は
②

③
④

の
ｆ欄

の
計

で
あ

る
。

　
②

③
ａ
欄

の
重

度
障

害
者

に
つ

い
て

は
法

令
上

、
1
人

を
2
人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
②

③
f欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

　
法

令
上

、
②

③
④

ｄ
欄

の
重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
、

知
的

障
害

者
及

び
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

並
び

に
②

③
④

e
欄

の
重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
で

あ
る

特
定

短
時

間
勤

務
職

員
に

つ
い

て
は

、
1
人

を
0
.5

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

②
③

④
ｆ欄

を
算

出
す

る
に

当
た

り
0.

5
カ

ウ
ン

ト
と

し
て

い
る

。
  

た
だ

し
、

②
③

b
欄

及
び

④
ｄ
欄

の
重

度
身

体
障

害
者

、
重

度
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員
に

つ
い

て
は

1
人

を
１

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

　
②

③
の

ａ
ｃ
欄

及
び

④
ｃ
欄

は
1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
3
0
時

間
以

上
の

職
員

、
②

③
の

ｂ
ｄ
欄

及
び

④
ｄ
欄

は
1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
2
0
時

間
以

上
3
0
時

間
未

満
の

職
員

、
②

③
④

の
e欄

は
１

週
間

の
所

定
労

働
時

間
が

1
0
時

間
以

上
2
0
時

間
未

満
の

職
員

で
あ

る
。

　
②

③
④

g欄
の

「
う

ち
新

規
雇

用
分

」
は

令
和

6
年

6
月

2
日

か
ら

令
和

7
年

6
月

1
日

ま
で

の
1
年

間
に

新
規

に
雇

い
入

れ
ら

れ
た

障
害

者
数

で
あ

る
。

２
地
方
公
共
団
体
等
に
お
け
る
在
職
状
況

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

府
・市

町
村

の
2,
53

6.
0

63
4

44
67
4

80
7

2,
02
9.

5
79

.0
1

6
43

35
1

69
.0

15
.0

40
0

36
3

43
7.

5
62

.0

機
関

〔2
.8

%〕
（

2,
48

8.
0
)(
 

63
5
)(

49
)(

68
4
)(

73
)(

3
)(

2,
04
1.

0
)
(

84
.0

)
(

1
)(

6
)(

39
)(

38
)(

1
)(

66
.5

)
(

15
.5

)
(

35
0
)(

29
)(

3
  
  

  
)(

38
0.

5
)
(

69
.0

）

区
分

① 障
害

者
の

数
②

身
体

障
害

者
の

数
③

知
的

障
害

者
の

数
ａ.

重
度

身
体

障
害

者
ｃ．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

f．
　

計
a×

２
＋

ｂ
＋

ｃ＋
（ｄ

＋
f）

×
0.

5

ｃ．
重

度
以

外
の

知
的

障
害

者

f．
　

計
a×

２
＋

ｂ
＋

ｃ
＋

（ｄ
＋

f）
×

0.
5

b．
　

重
度

身
体

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員

ｇ
．

う
ち

新
規

雇
用

分

ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

e．
重

度
身

体
障

害
者

で
あ

る
特

定
短

時
間

勤
務

職
員

④
精

神
障

害
者

の
数

g．
う

ち
新

規
雇

用
分

g．
う

ち
新

規
雇

用
分

ｃ.
精

神
障

害
者

ａ.
重

度
知

的
障

害
者

ｄ
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員

f．
　

計
ｃ＋

d＋
e×

0.
5

ｄ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

b．
　

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員

e．
重

度
知

的
障

害
者

で
あ

る
特

定
短

時
間

勤
務

職
員

e．
精

神
障

害
者

で
あ

る
特

定
短

時
間

勤
務

職
員
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(
2
)
 
大

阪
府

の
機

関
（

法
定

雇
用

率
2
.
8
％

）
①
　
概
況

①
④

⑤

機
関

人
人

人
人

人
人

人
％

機
関

％
計

2
1
0
,
9
4
3
.
5

9
3

3
0

1
3
7

4
3

4
3
7
6
.
5

2
2
.
5

3
.
4
4

2
1
0
0
.
0

<
8,
05
4

>
<

15
4

>
<

2.
41

>

（
2
)
（

1
0
,
8
6
9
.
5

)
（

9
2
)

（
2
9
)

（
1
3
6
)

（
4
1

)
（

4
)

（
3
7
1
.
5
)
（

4
7
.
0
)
（

3
.
4
2
)
（

2
)
（

1
0
0
.
0

)

注
　
２
(1
)①
の
表
と
同
じ

②
　
障
害
種
別
在
職
状
況

注
　
２
(1
)②
の
表
と
同
じ

Ｆ
．
う
ち
新
規
雇

用
分

Ｄ
.重
度
以
外

身
体
障
害
者
及

び
知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員

E
.重
度
身
体
障

害
者
、
重
度
知

的
障
害
者
及
び

精
神
障
害
者
で

あ
る
特
定
短
時

間
勤
務
職
員

区
分

② 法
定
雇
用
障
害
者

数
の
算
定
の
基
礎

と
な
る
職
員
数

③
　
障
害
者
の
数

⑥

機
関
数

Ａ
.重
度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者

Ｂ
.重
度
身
体
障

害
者
、
重
度
知

的
障
害
者
及
び

精
神
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
勤

務
職
員

F
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ

＋
（
Ｄ
＋
Ｅ
）
×

0
.5

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害

者
及
び
精
神
障

害
者

実
雇
用
率

F
÷
②
×
1
0
0

法
定
雇
用

率
達
成
機

関
の
数

法
定
雇
用
率
達

成
機
関
の
割
合

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

計
37
6.

5
93

19
91

30
3

31
2.
5

11
.5

0
1

0
13

0
7.
5

4.
0

46
10

1
56

.5
7.
0

（
37
1.

5
）

（
92

)
(

23
)

(
96

)
(

25
)

(
3
)

(
31
7.
0

)
(

24
.0

)
(

0
)

(
1
)

(
0
)

(
16

)
(

0
)

(
9.
0

)
(

6.
5

)
(

40
)

(
5
)

(
1

  
  
 

)
(

45
.5

)
(

16
.5

）

区
分

① 障
害
者
の
数

②
身
体
障
害
者
の
数

ａ
.重
度
身
体
障

害
者

b．
　
重
度
身
体

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
勤
務
職

員

ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害
者

e．
重
度
身
体

障
害
者
で
あ
る

特
定
短
時
間
勤

務
職
員

ｄ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員

③
知
的
障
害
者
の
数

g．
う
ち
新
規

雇
用
分

ｄ
．
重
度
以
外

の
知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員

f．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋

(ｄ
+e
)×
0.
5

ａ
.重
度
知
的
障

害
者

e．
重
度
知
的

障
害
者
で
あ
る

特
定
短
時
間
勤

務
職
員

f．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ

＋
(ｄ
+e
)×
0.
5

g．
う
ち
新
規

雇
用
分

ｃ
．
重
度
以
外

の
知
的
障
害
者

b．
　
重
度
知
的

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
勤
務
職

員

④
精
神
障
害
者
の
数
f．
　
計

ｃ＋
d＋
e×
0.
5
g．
う
ち
新
規

雇
用
分

ｃ
.精
神
障
害
者
ｄ
．
精
神
障
害

者
で
あ
る
短
時

間
勤
務
職
員

e．
精
神
障
害

者
で
あ
る
特
定

短
時
間
勤
務
職

員
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(
3
)
 
市

町
村

の
機

関
（

法
定

雇
用

率
2
.
8
％

）
①

　
概

況

①
④

⑤

機
関

人
人

人
人

人
人

％
機
関

％

7
4

7
5
,
4
8
8
.
5

5
4
2

5
6

9
8
0

7
2

7
2
,
1
5
9
.
5

1
3
3
.
5

2
.
8
6

6
4

8
6
.
5

<
>

<
74
8

>
<

>

（
7
6
）
（

7
2
,
3
7
2
.
0
)
（

5
4
4
)

(
5
5
)

(
9
3
7
)

(
7
0
)

(
3

 
 
 
 
 

)
（

2
,1
1
6
.5

)
（

1
2
1
.
5
)
（

2
.
9
2
)
（

6
8
)
（

8
9
.
5

)

注
　
２
(1
)①
の
表
と
同
じ

②
　

障
害

種
別

在
職

状
況

注
　
２
(1
)②
の
表
と
同
じ

⑥
法
定
雇
用
率

達
成
機
関
の

数

法
定
雇
用
率

達
成
機
関
の

割
合

Ｇ
．
う
ち
新
規
雇

用
分

③
　
障
害
者
の
数

Ｆ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋

（
Ｄ
＋
Ｅ
）
×
0
.5

Ａ
.重
度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者

Ｂ
.重
度
身
体
障

害
者
、
重
度
知

的
障
害
者
及
び

精
神
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
勤

務
職
員

Ｄ
.重
度
以
外
身

体
障
害
者
及
び

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
勤

務
職
員

E
.重
度
身
体
障

害
者
、
重
度
知

的
障
害
者
及
び

精
神
障
害
者
で

あ
る
特
定
短
時

間
勤
務
職
員

市
町
村
の
機
関

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害

者
及
び
精
神
障

害
者

区
分

② 法
定
雇
用
障
害
者
数

の
算
定
の
基
礎
と
な
る

職
員
数

機
関
数

実
雇
用
率

F
÷
②
×

1
0
0

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

市
町
村
の
機
関

2,
15
9.

5
54
1

25
58

3
50

4
1,

71
7.
0

67
.5

1
5

43
22

1
61
.5

11
.0

35
4

26
2

38
1.
0

55
.0

（
2,

11
6.
5
）

（
54
3
)

(
26

)
(

58
8
)

(
48

）
(

0
）

（
1,
72

4.
0
）

（
60
.0

）
（

1
)

(
5
)

(
39

)
(

22
）

(
1
）

（
57
.5

）
（

9.
0
）

(
31
0
)

(
24

)
(

2
  
  

)
(

33
5.

0
)

(
52

.5
)

④
精
神
障
害
者
の
数

ｃ.
精
神
障
害
者

f．
　
計

ｃ＋
d＋
e×
0.
5
g．
う
ち
新
規
雇

用
分

ｃ．
重
度
以
外

の
知
的
障
害

者

ｄ．
精
神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員

e．
重
度
知
的

障
害
者
で
あ
る

特
定
短
時
間
勤

務
職
員

e．
精
神
障
害
者

で
あ
る
特
定
短

時
間
勤
務
職
員

区
分

②
身
体
障
害
者
の
数

f．
　
計

a×
２
＋
ｂ＋
ｃ＋

（ｄ
＋
e）
×
0.
5

b．
　
重
度
身

体
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
勤

務
職
員

ｃ．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者

① 障
害
者
の
数

g．
う
ち
新
規
雇

用
分

ａ.
重
度
身
体

障
害
者

ｄ．
重
度
以
外

の
身
体
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員

e．
重
度
身
体

障
害
者
で
あ
る

特
定
短
時
間
勤

務
職
員

ａ.
重
度
知
的

障
害
者

③
知
的
障
害
者
の
数

b．
　
重
度
知
的

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
勤
務

職
員

f．
　
計

a×
２
＋
ｂ＋
ｃ

＋
（ｄ
＋
e）
×

0.
5

g．
う
ち
新
規
雇

用
分

ｄ
．
重
度
以
外

の
知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員
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(
4
)
 
法

定
雇

用
率

2
.
7
％

が
適

用
さ

れ
る

大
阪

府
及

び
市

町
村

の
教

育
委

員
会

（
法

定
雇

用
率

2
.
7
％

）

①
　
概
況

①
④

⑤

機
関

人
人

人
人

人
人

人
％

機
関

％

4
5
0
,
2
5
8
.
0

2
5
2

1
3

5
1
7

1
6

2
1
,
0
4
3
.
0

8
4
.
0

2
.
0
8

1
2
5
.
0

〈
10
,0
29

〉
〈

27
4
〉
〈

19
.9
6
〉

（
4
)
（

4
7
,
9
0
9
.
5
)
（

2
6
2
)
（

9
)
（

4
8
8
)
(

1
5
)
（

0
）
（

1
,
0
2
8
.
5
)
（

1
1
2
.
0
)
（

2
.
1
5
)
（

0
)
（

0
.
0
)

注
　
2
(1
)①
の
表
と
同
じ

②
　
障
害
種
別
在
職
状
況

注
　
２
(1
)②
の
表
と
同
じ

（
参
考
）
地
方
公
共
団
体
等
の
機
関
に
お
け
る
障
害
部
位
別
の
雇
用
身
体
障
害
者
数

肢
体
不
自
由

内
部
障
害

視
力
障
害

上
肢
機
能
障
害
移
動
機
能
障
害

呼
吸
機
能
障
害

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能
障
害
小
腸
機
能
障
害
免
疫
機
能
障
害

1
3
8

肝
臓
機
能
障
害

1
0

5
2
8

下
肢
不
自
由

6
7

4
1

3
0
6

心
臓
機
能
障
害

1
1

6
2

1
6

1
4

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害

者
及
び
精
神
障

害
者

Ｄ
.重
度
以
外

身
体
障
害
者
及

び
知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員

1
4
1

じ
ん
臓
機
能
障
害

E
.重
度
身
体
障

害
者
、
重
度
知

的
障
害
者
及
び

精
神
障
害
者
で

あ
る
特
定
短
時

間
勤
務
職
員

音
声
・
言
語

そ
し
ゃ
く

2
3

上
肢
不
自
由

2
4
2

1
1
3

体
幹
機
能
障
害

聴
覚
又
は

平
衡
機
能
障
害

2
2
2

区
分

② 法
定
雇
用
障
害
者

数
の
算
定
の
基
礎
と

な
る
職
員
数

③
　
障
害
者
の
数

⑥

Ｇ
．
う
ち
新
規
雇

用
分

機
関
数

Ａ
.重
度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者

実
雇
用
率

F
÷
②
×
1
0
0
法
定
雇
用
率

達
成
機
関
の

数

法
定
雇
用
率

2
.7
%
が
適
用
さ

れ
る
教
育
委
員

会

法
定
雇
用

率
達
成
機

関
の
割
合

Ｂ
.重
度
身
体

障
害
者
、
重
度

知
的
障
害
者
及

び
精
神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員

Ｆ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ

＋
（
Ｄ
＋
Ｅ
）
×

0
.5

地
方
公
共
団
体

等
の
機
関

視
野
障
害

計
視
覚
障
害

6
4

1
,9
9
8人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

1,
04

3.
0

25
0

10
28

4
15

0
80

1.
5

51
.0

2
0

53
1

0
57
.5

8.
0

18
0

3
2

18
4.
0

25
.0

（
1,
02
8.
5
）
（

25
9
)
(

6
)
(

26
4
)
(

15
）
(

0
）
（

79
5.
5
）
（

67
.0

）
（

3
)
(

0
)
(

50
)
(

0
）
(

0
）
（

56
.0

）
（

19
.0

）
（

17
4
)
(

3
)
(

0
）
（

17
7.
0
）
（

26
.0
）

区
分

ａ
.重
度
身
体
障

害
者

ｃ
．
重
度
以
外

の
知
的
障
害
者

f．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ

＋
（ｄ
＋
e）
×

0.
5

法
定
雇
用
率

2.
7%
が
適
用
さ
れ

る
教
育
委
員
会

③
知
的
障
害
者
の
数

ａ
.重
度
知
的
障

害
者

g．
う
ち
新
規
雇

用
分

b．
　
重
度
知
的

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
勤
務
職

員

ｄ
．
重
度
以
外

の
知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員

e．
重
度
身
体

障
害
者
で
あ
る

特
定
短
時
間
勤

務
職
員

e．
重
度
知
的

障
害
者
で
あ
る

特
定
短
時
間
勤

務
職
員

① 障
害
者
の
数

g．
う
ち
新
規
雇

用
分

ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害
者
ｄ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員

f．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋

（ｄ
＋
e）
×
0.
5

b．
　
重
度
身
体

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
勤
務
職

員

④
精
神
障
害
者
の
数

ｃ
.精
神
障
害
者

f．
　
計

ｃ
＋
d
＋
e×
0.
5
g．
う
ち
新
規
雇
用

分

②
身
体
障
害
者
の
数

ｄ
．
精
神
障
害

者
で
あ
る
短
時

間
勤
務
職
員

e．
精
神
障
害

者
で
あ
る
特
定

短
時
間
勤
務
職

員

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

1,
04
3.

0
25
0

10
28
4

15
0

80
1.
5

51
.0

2
0

53
1

0
57

.5
8.

0
18
0

3
2

18
4.
0

25
.0

（
1,
02
8.
5
）
（

25
9
)
(

6
)
(

26
4
)
(

15
）
(

0
）
（

79
5.
5
）
（

67
.0

）
（

3
)
(

0
)
(

50
)
(

0
）
(

0
）
（

56
.0

）
（

19
.0

）
（

17
4
)
(

3
)
(

0
）
（

17
7.
0
）
（

26
.0
）

区
分

ａ
.重
度
身
体
障

害
者

ｃ
．
重
度
以
外

の
知
的
障
害
者

f．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ

＋
（ｄ
＋
e）
×

0.
5

法
定
雇
用
率

2
.7
%が
適
用
さ
れ

る
教
育
委
員
会

③
知
的
障
害
者
の
数

ａ
.重
度
知
的
障

害
者

g．
う
ち
新
規
雇

用
分

b．
　
重
度
知
的

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
勤
務
職

員

ｄ
．
重
度
以
外

の
知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員

e．
重
度
身
体

障
害
者
で
あ
る

特
定
短
時
間
勤

務
職
員

e．
重
度
知
的

障
害
者
で
あ
る

特
定
短
時
間
勤

務
職
員

① 障
害
者
の
数

g．
う
ち
新
規
雇

用
分

ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害
者
ｄ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

勤
務
職
員

f．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋

（ｄ
＋
e）
×
0
.5

b．
　
重
度
身
体

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
勤
務
職

員

④
精
神
障
害
者
の
数

ｃ
.精
神
障
害
者

f．
　
計

ｃ
＋
d
＋
e×
0
.5
g．
う
ち
新
規
雇
用

分

②
身
体
障
害
者
の
数

ｄ
．
精
神
障
害

者
で
あ
る
短
時

間
勤
務
職
員

e．
精
神
障
害

者
で
あ
る
特
定

短
時
間
勤
務
職

員
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①
　
概
況

①
④

⑤

法
人

人
人

人
人

人
人

％
法
人

％

2
1

2
6
,
9
3
0
.
5

1
9
7

2
5

2
9
8

3
8

7
2
2
.
5

1
0
0
.
5

2
.
6
8

1
3

6
1
.
9

<
8,
52
6

>
<

2,
01
2

>
<

>

（
2
0
)
（

2
3
,
5
7
0
.
5
)
（

1
7
9
)
（

1
2
)
（

2
8
9
)
(

8
)
(

6
)
（

6
6
6
.
0
)

（
5
0
.
5
)

(
2
.
8
3
）

（
1
5
)
（

7
5
.
0
)

②
　
障
害
種
別
雇
用
状
況

Ｇ
．
う
ち
新
規
雇
用
分

計

E
.重
度
身
体
障

害
者
、
重
度
知

的
障
害
者
及
び

精
神
障
害
者
で

あ
る
特
定
短
時

間
労
働
者

Ｆ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ

＋
（
Ｄ
＋
Ｅ
）
×

0
.5

実
雇
用
率

F
÷
②
×
1
0
0
法
定
雇
用
率
達

成
法
人
の
数

法
定
雇
用
率

達
成
法
人
の

割
合

区
分

② 法
定
雇
用
障
害
者

数
の
算
定
の
基
礎
と

な
る
労
働
者
数

③
　
障
害
者
の
数

⑥

法
人
数

Ａ
.重
度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者

Ｂ
.重
度
身
体

障
害
者
、
重
度

知
的
障
害
者

及
び
精
神
障

害
者
で
あ
る
短

時
間
労
働
者

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害

者
及
び
精
神
障

害
者

Ｄ
.重
度
以
外

の
身
体
障
害
者

及
び
知
的
障
害

者
で
あ
る
短
時

間
労
働
者

３
独
立
行
政
法
人
等
に
お
け
る
雇
用
状
況
（法
定
雇
用
率
２
．
８
％
）

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

計
7
2
2
.
5

1
0
5

8
9
8

1
4

3
1
8
.
5

4
0
.
5

9
2

0
7
9

2
0

2
6
4
.
0

2
7
.
0

1
2
1

1
7

4
1
4
0
.
0

3
3
.
0

（
6
6
6
.
0
）
（

1
0
0
)
(

6
)
(

9
8
)
(

5
）
(

2
）（

3
0
7
.
5
）（

1
2
.
5
）

(
7
9
)
(

0
)
(

7
9
)
(

3
）
(

0
）（

2
3
8
.
5
）（

1
6
.
5
）

（
1
1
2
)
(

6
)
(

4
）（

1
2
0
.
0
）（

2
1
.
5
）

ｄ
．
重
度
以
外

の
知
的
障
害

者
で
あ
る
短

時
間
労
働
者

e
．
重
度
知
的

障
害
者
で
あ

る
特
定
短
時

間
労
働
者

g
．
う
ち
新
規
雇

用
分

f．
　
計

a
×
２
＋
ｂ
＋
ｃ

＋
（
ｄ
＋
e
）
×

0
.5

ｃ
.精
神
障
害
者
ｄ
．
精
神
障
害

者
で
あ
る
短

時
間
労
働
者

e
．
　
精
神
障

害
者
で
あ
る

特
定
短
時
間

労
働
者

f．
　
計

ｃ
＋
d
＋
e
×

0
.5

区
分

① 障
害
者
の
数

②
身
体
障
害
者
の
数

③
知
的
障
害
者
の
数

④
精
神
障
害
者
の
数

ａ
.重
度
身
体
障

害
者

b
．
　
重
度
身

体
障
害
者
で

あ
る
短
時
間

労
働
者

ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者

ｄ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
で
あ
る
短

時
間
労
働
者

e
．
重
度
身
体

障
害
者
で
あ

る
特
定
短
時

間
労
働
者

g
．
う
ち
新
規
雇

用
分

g
．
う
ち
新
規
雇

用
分

f．
　
計

a
×
２
＋
ｂ
＋
ｃ

＋
（
ｄ
＋
e
）
×

0
.5

ａ
.重
度
知
的
障

害
者

b
．
　
重
度
知

的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間

労
働
者

ｃ
．
重
度
以
外

の
知
的
障
害

者

〔３
①
表
の
注
〕

注
1
②
欄
の
「
法
定
雇
用
障
害
者
数
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
労
働
者
数
」
と
は
、
常
用
労
働
者
総
数
か
ら
除
外
率
相
当
数
（
身
体
障
害
者
、

知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
が
就
業
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
種
が
相
当
の
割
合
を
占
め
る
業
種
に
つ
い
て
定
め

ら
れ
た
率
を
乗
じ
て
得
た
数
）を
除
い
た
労
働
者
数
で
あ
る
。

2
法
令
上
、
③
Ａ
欄
の
「
重
度
身
体
障
害
者
及
び
重
度
知
的
障
害
者
」
に
つ
い
て
は
、
１
人
を
２
人
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
お
り
、
Ｆ
欄

の
計
を
算
出
す
る
に
当
た
り
ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
を
行
い
、
Ｄ
欄
の
「
重
度
以
外
の
身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
」

及
び
E
欄
の
「
重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間
労
働
者
」に
つ
い
て
は
、
１
人
を
0
.5
人
に

相
当
す
る
も
の
と
し
て
お
り
、
F
欄
の
計
を
算
出
す
る
に
当
た
り
0
.5
カ
ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
Ｂ
欄
の
「
重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
」に
つ
い
て
は
、
１
人
を
１
カ
ウ

ン
ト
と
し
て
い
る
。

3
Ａ
、
Ｃ
欄
は
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
30
時
間
以
上
の
労
働
者
、
B
、
D
欄
は
1
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上
3
0
時
間
未

満
の
労
働
者
、
Ｅ
欄
は
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
10
時
間
以
上
2
0
時
間
未
満
の
労
働
者
で
あ
る
。

4
F
欄
の
「う
ち
新
規
雇
用
分
」
は
令
和
６
年
６
月
２
日
か
ら
令
和
７
年
６
月
１
日
ま
で
の
１
年
間
に
新
規
に
雇
い
入
れ
ら
れ
た
障
害
者
数
で
あ

る
。

5
（
）内
は
令
和
６
年
６
月
１
日
現
在
の
数
値
で
あ
る
。

〔
３
②
表
の
注
〕

注
1
①
欄
の
「
障
害
者
の
数
」
と
は
②
③
④
f欄
の
計
で
あ
る
。

2
②
③
ａ
欄
の
重
度
障
害
者
に
つ
い
て
は
法
令
上
、
1
人
を
2
人
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
お
り
、
②
③
④
f欄
の
計
を
算
出
す
る
に
当
た
り

ダ
ブ
ル
カ
ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。

3
法
令
上
、
②
③
ｄ
欄
の
重
度
以
外
の
身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
並
び
に
②
③
④
e欄
の
重
度
身
体
障

害
者
、
重
度
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
で
あ
る
特
定
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
1
人
を
0.
5人
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
お
り
、

②
③
④
ｆ欄
を
算
出
す
る
に
当
た
り
0
.5
カ
ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
②
③
ｂ
欄
及
び
④
ｄ
欄
の
重
度
身
体
障
害
者
、
重
度
知
的
障

害
者
及
び
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
１
人
を
１
カ
ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。

4
②
③
の
ａ
ｃ
欄
及
び
④
の
ｃ
欄
は
1
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
3
0
時
間
以
上
の
労
働
者
、
②
③
の
ｂ
ｄ
欄
及
び
④
の
ｄ
欄
は
1
週
間
の
所

定
労
働
時
間
が
2
0時
間
以
上
3
0
時
間
未
満
の
労
働
者
、
②
③
④
の
e欄
は
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
1
0時
間
以
上
2
0
時
間
未
満
の

労
働
者
で
あ
る
。

5
②
③
④
g欄
の
「
う
ち
新
規
雇
用
分
」
は
令
和
６
年
６
月
２
日
か
ら
令
和
７
年
６
月
１
日
ま
で
の
１
年
間
に
新
規
に
雇
い
入
れ
ら
れ
た
障
害

者
数
で
あ
る
。

6
（
）
内
は
令
和
６
年
６
月
１
日
現
在
の
数
値
で
あ
る
。
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　　(1) 大阪府知事部局の状況（法定雇用率2.8％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 8,551.5 303.0 3.54 0.0

大阪府 8,551.5 303.0 3.54 0.0 特例認定あり（注４）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 2,392.0 73.5 3.07 0.0

大阪府警察本部 2,392.0 73.5 3.07 0.0

(3) 大阪府教育庁の状況（法定雇用率2.7％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 31,927.0 673.0 2.11 189.0

大阪府教育委員会 31,927.0 673.0 2.11 189.0

注　１

2

3

4

(2) 大阪府その他の機関の状況（法定雇用率2.8％）

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職
員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的
障害者については、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤
務職員並びに重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、１人を0.5人に相当する
ものとして0.5カウントとしている。
　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、１人を１カウントとしている。
　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数
であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

大阪府は、大阪府議会事務局と特例認定を受けている。

4 公的機関の各機関の状況

27



　(４) 市町村部局の状況（法定雇用率2.8％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 68,813.0 1,955.5 2.84 26.5

大阪市 19,504.5 547.0 2.80 0.0
箕面市 1,468.0 49.0 3.34 0.0 特例認定あり（注４①）

池田市 1,225.0 28.0 2.29 6.0 特例認定あり（注４② 12/1）

豊中市 4,883.5 128.0 2.62 8.0 特例認定あり（注４③）

茨木市 2,603.5 72.0 2.77 0.0 特例認定あり（注４④）

高槻市 2,995.5 87.5 2.92 0.0 特例認定あり（注４⑤）

吹田市 3,430.0 106.5 3.10 0.0 特例認定あり（注４⑥）

摂津市 787.0 22.0 2.80 0.0 特例認定あり（注４⑦）

枚方市 2,869.0 84.0 2.93 0.0 特例認定あり（注４⑧）

寝屋川市 1,131.0 33.0 2.92 0.0
交野市 623.5 17.0 2.73 0.0
守口市 592.0 19.0 3.21 0.0
門真市 962.5 28.0 2.91 0.0 特例認定あり（注４⑨）

四條畷市 564.0 19.0 3.37 0.0 特例認定あり（注４⑩）

大東市 718.0 23.0 3.20 0.0 特例認定あり（注４⑪）

東大阪市 3,725.0 107.5 2.89 0.0 特例認定あり（注４⑫）

八尾市 1,416.0 40.0 2.82 0.0
柏原市 679.5 19.0 2.80 0.0 特例認定あり（注４⑬）

松原市 689.5 21.5 3.12 0.0
羽曳野市 1,076.0 29.5 2.74 0.5 特例認定あり（注４⑭）

藤井寺市 778.5 22.0 2.83 0.0 特例認定あり（注４⑮）

大阪狭山市 517.0 14.5 2.80 0.0 特例認定あり（注４⑯）

富田林市 1,096.0 25.5 2.33 4.5 特例認定あり（注４⑰12/1 ）

河内長野市 876.0 26.5 3.03 0.0 特例認定あり（注４⑱）

堺市 5,643.5 163.0 2.89 0.0
高石市 240.0 7.5 3.13 0.0
和泉市 1,536.0 45.0 2.93 0.0 特例認定あり（注４⑲）

泉大津市 660.0 19.0 2.88 0.0 特例認定あり（注４⑳）

岸和田市 1,581.0 39.5 2.50 4.5 特例認定あり（注４㉑）

貝塚市 771.5 19.0 2.46 2.0 特例認定あり（注４㉒）

泉佐野市 614.0 17.5 2.85 0.0 特例認定あり（注４㉓）

泉南市 513.5 15.0 2.92 0.0 特例認定あり（注４㉔）

阪南市 384.0 9.0 2.34 1.0 （注４㉕ 11/1）

能勢町 145.5 4.0 2.75 0.0
豊能町 150.5 4.0 2.66 0.0
島本町 315.5 9.0 2.85 0.0 特例認定あり（注４㉖）

太子町 123.0 3.0 2.44 0.0
河南町 93.0 2.0 2.15 0.0
忠岡町 211.5 5.0 2.36 0.0
熊取町 297.0 9.0 3.03 0.0 （注４㉗）

田尻町 99.0 6.0 6.06 0.0
岬町 146.0 6.0 4.11 0.0

千早赤阪村 78.0 4.0 5.13 0.0

注　１

2

3

4

①箕面市は、箕面市教育委員会、箕面市上下水道部と特例認定を受けている。
②池田市は、池田市教育委員会及び池田市上下水道部と特例認定を受けている。
  また、令和7年12月1日時点において、障害者の数35.0人、実雇用率2.89％、不足数0.0人となっている
③豊中市は、豊中市教育委員会、豊中市上下水道部及び市立豊中病院と特例認定を受けている。
④茨木市は、茨木市教育委員会及び茨木市水道部と特例認定を受けている。
⑤高槻市は、高槻市教育委員会、高槻市水道部及び高槻市交通部と特例認定を受けている。
⑥吹田市は、吹田市教育委員会及び吹田市水道部と特例認定を受けている。
⑦摂津市は、摂津市教育委員会及び摂津市水道部と特例認定を受けている。
⑧枚方市は、市立枚方市民病院と特例認定を受けている。
⑨門真市は、門真市教育委員会及び門真市上下水道部と特例認定を受けている。
⑩四條畷市は、四條畷市教育委員会と特例認定を受けている。
⑪大東市は、大東市教育委員会及び大東市上下水道部と特例認定を受けている。
⑫東大阪市は、東大阪市教育委員会及び東大阪市上下水道部と特例認定を受けている。
⑬柏原市は、柏原市教育委員会と特例認定を受けている。
⑭羽曳野市は、羽曳野市教育委員会と特例認定を受けている。
⑮藤井寺市は、藤井寺市教育委員会と特例認定を受けている。
⑯大阪狭山市は、大阪狭山市教育委員会と特例認定を受けている。
⑰富田林市は、富田林市教育委員会と特例認定を受けている。
  また、令和7年12月1日時点において、障害者の数31.5人、実雇用率2.87％、不足数0.0人となっている
⑱河内長野市は、河内長野市教育委員会及び河内長野市上下水道部と特例認定を受けている。
⑲和泉市は、和泉市教育委員会及び和泉市上下水道部と特例認定を受けている。
⑳泉大津市は、泉大津市教育委員会と特例認定を受けている。
㉑岸和田市は、市立岸和田市民病院と特例認定を受けている。
㉒貝塚市は、市立貝塚病院と特例認定を受けている。
㉓泉佐野市は、泉佐野市教育委員会と特例認定を受けている。
㉔泉南市は、泉南市教育委員会と特例認定を受けている。
㉕阪南市は、令和7年11月1日時点において、障害者の数12.0人、実雇用率3.11％、不足数0.0人となっている
㉖島本町は、島本町教育委員会と特例認定を受けている。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占
める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害者につ
いては、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員並びに重度身体
障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、１人を１カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが
0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　注４の機関は、特例認定を受けている。
　特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた
場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

㉗熊取町は、熊取町教育委員会と特例認定を受けている。
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　(５) 市町村教育委員会の状況（法定雇用率2.8％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合計 2,027.5 61.5 3.03 1.0
枚方市教育委員会 797.5 24.0 3.01 0.0

 寝屋川市教育委員会 227.0 7.0 3.08 0.0
交野市教育委員会 105.0 3.0 2.86 0.0
守口市教育委員会 53.0 4.0 7.55 0.0
八尾市教育委員会 215.0 7.0 3.26 0.0
松原市教育委員会 101.0 4.0 3.96 0.0
高石市教育委員会 138.0 3.0 2.17 0.0
貝塚市教育委員会 133.0 4.0 3.01 0.0
阪南市教育委員会 61.0 1.5 2.46 0.0
豊能町教育委員会 72.0 2.0 2.78 0.0
河南町教育委員会 38.0 0.0 0.00 1.0 (注４  12/1)

田尻町教育委員会 87.0 2.0 2.30 0.0

注　１

2

3

4

　(６) 法定雇用率2.7％が適用される市町村教育委員会の状況（法定雇用率2.7％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合計 18,331.0 370.0 2.02 123.0
大阪市教育委員会 13,480.0 266.0 1.97 97.0
堺市教育委員会 4,550.5 96.0 2.11 26.0

岸和田市教育委員会 300.5 8.0 2.66 0.0

注　１

2

3 　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、こ
れが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に
占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害者に
ついては、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員並びに重度
身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしてい
る。
　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、１人を１カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、こ
れが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に
占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害者に
ついては、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員並びに重度
身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしてい
る。
　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、１人を１カウントとしている。

　河南町教育委員会は、令和7年12月1日時点において、障害者の数1.0人、実雇用率2.60％、不足数0.0人となっている。
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　(７) 市町村その他部局（水道局、病院、消防局、一部事務組合等）の状況（法定雇用率2.8％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合計 4,648.0 142.5 3.07 2.0
大阪市水道局 1,049.0 30.0 2.86 0.0

枚方市上下水道部局 208.0 7.0 3.37 0.0
寝屋川市水道局 64.0 2.0 3.13 0.0
堺市上下水道局 510.5 17.0 3.33 0.0
貝塚市水道事業 42.0 1.0 2.38 0.0
市立池田病院 515.0 13.0 2.52 1.0 （注４① 12/1）
八尾市立病院 338.5 12.0 3.55 0.0
市立柏原病院 218.5 5.0 2.29 1.0 （注４② 10/1）

泉大津市立周産期小児医療センター 165.5 4.5 2.72 0.0
大阪市消防局 73.5 2.0 2.72 0.0

大阪広域環境施設組合 439.0 12.0 2.73 0.0
豊中市伊丹市クリーンランド 88.0 3.0 3.41 0.0
東大阪都市清掃施設組合 105.0 4.0 3.81 0.0
柏羽藤環境事業組合 87.0 7.0 8.05 0.0
南河内環境事業組合 37.0 1.0 2.70 0.0
泉北環境整備施設組合 42.5 2.0 4.71 0.0
大阪広域水道企業団 556.0 17.0 3.06 0.0

藤井寺市柏原市学校給食組合教育委員会 59.0 1.0 1.69 0.0
大阪市会事務局 50.0 2.0 4.00 0.0

注　１

2

3

4

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に
占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害者に
ついては、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員並びに重度
身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間勤務職員については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしてい
る。
　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については、１人を１カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、こ
れが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　①市立池田病院は、令和7年12月1日時点において、障害者の数14.0人、実雇用率2.76％、不足数0.0人となっている。

　②市立柏原病院は、令和7年10月1日時点において、障害者の数6.0人、実雇用率2.76％、不足数0.0人となっている
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(8) 独立行政法人等の状況（法定雇用率2.8％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

独立行政法人等合計 26,930.5 722.5 2.68 39.0

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 340.0 7.0 2.06 2.0 （注４①11/1）

国立研究開発法人国立循環器病研究センター 1,496.5 39.5 2.64 1.5 （注４②12/1 ）

独立行政法人造幣局 922.5 30.0 3.25 0.0
国立大学法人大阪大学 7,455.5 208.5 2.80 0.0

国立大学法人大阪教育大学 626.5 19.0 3.03 0.0
地方独立行政法人大阪府立病院機構 4,473.5 111.5 2.49 13.5 （注４③ 10/20）

地方独立行政法人りんくう総合医療センター 908.5 24.0 2.64 1.0 （注４④ 12/1）

地方独立行政法人堺市立病院機構 1,079.0 29.5 2.73 0.5 （注４⑤ 11/25）

地方独立行政法人大阪産業技術研究所 259.5 8.0 3.08 0.0
地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所 170.0 5.0 2.94 0.0

 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所 170.5 6.0 3.52 0.0
地方独立行政法人市立吹田市民病院 712.0 20.0 2.81 0.0
地方独立行政法人大阪市民病院機構 2,226.0 53.0 2.38 9.0 （注４⑥ 10/20）

地方独立行政法人市立東大阪医療センター 1,057.5 29.0 2.74 0.0
地方独立行政法人大阪市博物館機構 135.0 3.0 2.22 0.0

地方独立行政法人天王寺動物園 79.0 2.0 2.53 0.0
公立大学法人大阪 4,289.5 109.5 2.55 10.5
大阪府土地開発公社 56.5 2.0 3.54 0.0
大阪府住宅供給公社 152.0 7.0 4.61 0.0
大阪市住宅供給公社 248.0 8.0 3.23 0.0

地方独立行政法人泉佐野市行政事務サービスセンター 73.0 1.0 1.37 1.0 （注４⑦ 8/1）

注　1

2

3

4

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると
認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

　各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計である。法令上、重度身体障害者及び重度知的障害者については、１人を２人
に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障
害者である特定短時間労働者については、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
　ただし、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、１人を１カウントしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の労働者数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0となること
をもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

①国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所においては、令和7年11月1日時点において、障害者の数9.0人、実雇用率2.65％、不足数0.0人となっている。

⑦地方独立行政法人泉佐野市行政事務サービスセンターにおいては、令和7年8月1日時点において、障害者の数3.0人、実雇用率4.05％、不足数0.0人となって
いる。

⑥地方独立行政法人大阪市民病院機構においては、令和7年10月20日時点において、障害者の数62.0人、実雇用率2.80％、不足数0.0人となっている。

③地方独立行政法人大阪府立病院機構においては、令和7年10月20日時点において、障害者の数124.5人、実雇用率2.80％、不足数0.0人となっている。

②国立研究開発法人国立循環器病研究センターにおいては、令和7年12月1日時点において、障害者の数42.5人、実雇用率2.85％、不足数0.0人となっている。

⑤地方独立行政法人堺市立病院機構においては、令和7年11月25日時点において、障害者の数31.0人、実雇用率2.90％、不足数0.0人となっている。

④地方独立行政法人りんくう総合医療センターにおいては、令和7年12月1日時点において、障害者の数24.0人、実雇用率2.69％、不足数0.0人となっている。
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◎ 除外率とは 

○ 民間企業における除外率制度 

各事業主が雇用しなければならない障害者の数を算定する基礎となる常用雇用労働者数を算定する際

に、一定の業種に属する事業を行う事業所の事業主については、その常用雇用労働者数から一定率に相

当する労働者数を控除する制度。 

この除外率制度は、ノーマライゼーションの観点から、平成14年法改正により、平成16年４月に廃止

した。経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止の方向で段

階的に除外率を引き下げ、縮小することとされている（法律附則）。 

平成16年４月、平成22年７月、令和７年４月に、それぞれ、一律に10ポイントの引下げを実施。 

※除外率引下げによる雇用義務数への影響（例） 

常用労働者数5,069.5×除外率20％＝1,013.9 ≒1,013人（端数切り捨て）  

常用労働者数5,069.5－1,013＝基礎労働者数4,056.5人 

基礎労働者数4,056.5×法定雇用率2.5％＝雇用義務数101.4125≒101人(端数切り捨て) 
 

常用労働者数5,069.5×除外率10％＝506.95≒506人（端数切り捨て） 

常用労働者数5,069.5－506＝基礎労働者数4,563.5人 

基礎労働者数4,563.5×法定雇用率2.5％＝雇用義務数114.0875≒114人(端数切り捨て) 
 

○ 国及び地方公共団体における除外率制度 

各任命権者が採用しなければならない障害者数を算定する基礎となる職員数を算定する際に､一定の

範囲の職種に従事する者（除外職員）を控除する制度｡ 

平成16年４月１日から、除外職員の範囲を、国民の生命の保護や、公共の安全と秩序の維持を職務と

しており、その遂行のためには職員個人による強制力の行使等が必要であるような職員に限定すること

とした（警察官、自衛官など）｡ 

なお、除外職員ではなくなった職員（医師、教育職員など）が一定割合を占める機関（病院、教育委

員会など）については、当該職員が職員総数に占める割合を基に、当分の間、除外率を設定した上で、

廃止の方向で段階的に引き下げ、縮小を進めていくこととしており、平成16年４月、平成22年７月、令

和７年４月に、それぞれ、10ポイントの引下げを実施。 

引下げ前 引下げ後

・非鉄金属製造業（非鉄金属第一次製錬精製業を除く）　　　・倉庫業
・船舶製造・修理業、船用機関製造業　　　　　・航空運輸業
・国内電気通信業（電気通信回線設備を設置して行うものに限る）

5%
除外率

適用無し

・採石業、砂・砂利・玉石採取業　　　　　・水運業
・窯業原料用鉱物鉱業（耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る）
・その他の鉱業

10%
除外率

適用無し

・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く） 15% 5%

・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業（信書便事業を含む） 20% 10%

・港湾運送業 ・警備業 25% 15%

・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 30% 20%

・林業（狩猟業を除く） 35% 25%

・金属鉱業 ・児童福祉事業 40% 30%

・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く） 45% 35%

・石炭・亜炭鉱業 50% 40%

・道路旅客運送業 ・小学校 55% 45%

・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 60% 50%

・船員等による船舶運航等の事業 80% 70%

除外率設定業種
除外率

除外率
20％の 
場合 

除外率
10％の 
場合 
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